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1 1 1 2 20

20.連絡 連絡とは、工事監督員と受注者又は現場代理人の間で、約款第18条に
該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミ
リ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。なお、後日書面によ
る連絡内容の伝達は不要とする。

1 1 1 2 20

20.連絡 連絡とは、工事監督員と受注者又は現場代理人の間で、約款第18条に該
当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電
子メールなどの署名又は押印が不要な手段により互いに知らせることをい
う。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。

押印等の廃止

1 1 1 2 24

24.書面 書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用い
て作成及び提出等が行われたものを有効とする。ただし、やむを得ず、情
報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名また
は押印を含む）したものも有効とする。

1 1 1 2 24

24.書面 書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発
行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。ただし、情報共有
システムを用いて作成及び提出等行った工事帳票については、署名又は押
印がなくても有効とする。

情報共有システムの利
用を標準とするため。

1 1 1 2 25

25.工事写真 なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工
事写真の小黒板情報電子化の運用について」（平成29年６月５日香川県
土木部技術企画課）に基づき実施しなければならない。

1 1 1 2 25

25.工事写真 デジタル工事写真の小
黒板情報電子化運用の
ため。

1 1 1 2 40

40.工事着手日 工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現
場事務所等の設置又は測量等、工事施工上必要な準備に要する業務等
をいう）、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事に
おける工場製作工のいずれかに着手することをいう。

1 1 1 2 40

40.工事着手日 工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場
事務所等の設置又は測量をいう）、詳細設計付工事における詳細設計又は
工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをい
う。

語句の詳細説明

1 1 1 2 48 48.JIS規格 ＪＩＳ規格とは、日本産業規格をいう。 1 1 1 2 48 48.JIS規格 ＪＩＳ規格とは、日本工業規格をいう。 名称の変更

1 1 1 3 1

1.図面原図の貸与受注者からの要求があり、工事監督員が必要と認めた場合、受注者に図
面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、共通仕様
書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならな
い。

1 1 1 3 1

1.図面原図の貸与受注者からの要求があり、工事監督員が必要と認めた場合、受注者に図面
の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されてい
るものについては、受注者が備えなければならない。

電子データの利用

1 1 1 3 2

2.設計図書の照査受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第１８
条第１項第１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実
がある場合は、工事監督員にその事実が確認できる資料を提出し、確認
を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計
図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、
工事監督員から更に詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は
従わなければならない。
ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、約款第19
条によるものとし、工事監督員からの指示によるものとする。

1 1 1 3 2

2.設計図書の照査受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第１８条
第１項第１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実があ
る場合は、工事監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、
確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設
計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、
工事監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従
わなければならない。

照査範囲の明確化のた
め追記

1 1 1 4

計画工程表 受注者は、現地測量を行い、入念に計画した上で約款第3条に規定する
工程表を所定の様式に基づき作成し、工事監督員に提出しなければなら
ない。なお、施工計画書を提出する場合は、その中に含めることができ
る。また、重要な変更により工程を見直した場合は、その都度、変更した
ものを提出しなければならない。

1 1 1 4

工程表 受注者は、約款第3条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、工
事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。

書類の簡素化で工事工
程表を廃止、計画工程
表のみとする。

1 1 1 5 1

1.一般事項 受注者は、工事請負代金額が500万円以上の工事にあっては、工事着手
前または施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要
な手順や工法等についての施工計画書を工事監督員に提出しなければ
ならない。

1 1 1 5 1

1.一般事項 受注者は、工事請負代金額が500万円以上の工事にあっては、工事着手前
に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画
書を工事監督員に提出しなければならない。

施工方法を確定した上
で施工計画書を作成さ
せるため。

1 1 1 5 1
1.一般事項
(5)

特殊船舶・機械
1 1 1 5 1

1.一般事項
(5)

主要船舶・機械 名称の変更

1 1 1 5 2

2.変更施工計画
書

受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や数量
等の軽微な変更は除く）には、その都度当該工事に着手する前に施工計
画書を変更し、その頁を工事監督員に提出しなければならない。
なお、最終の変更契約後に、それまでの変更箇所をまとめた溶け込み版
一式の作成は不要とし、立会日や納品予定日等の修正も不要とする。

1 1 1 5 2

2.変更施工計画
書

受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度
当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を
工事監督員に提出しなければならない。

書類の簡素化

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）
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1 1 1 6 0

コリンズ
(CORINS)への
登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上
の工事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変
更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお
願い」をコリンズから工事監督員にメール送信し、工事監督員の確認を受
けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内ま
たは工事開始日までに、登録内容の変更時は変更があった日から土曜
日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、
日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請
をしなければならない。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上（単価契約の場合は契約総
額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するもの
とする。なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うも
のとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としな
い。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に工事監督
員にメール送信される。なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜
日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略
できる。また、本工事完成後において訂正または削除する場合において
も同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を
受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。

1 1 1 6 0

コリンズ
(CORINS)への
登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の
工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完
成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し工
事監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等
を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜
日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝
日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければ
ならない。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上（単価契約の場合は契約総額）
の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとす
る。なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものと
し、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速や
かに工事監督員に提示しなければならない。なお、変更時と工事完成時の
間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。

コリンズ運用の変更に伴
い修正
余裕期間設定工事への
対応

1 1 1 9 2

2.用地の確保 工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事
務所、宿舎、駐車場）及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する
用地並びに発注者の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴
う借地等をいう。

1 1 1 9 2

2.用地の確保 工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事
務所、宿舎、駐車場）及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用
地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。

注釈の追加

1 1 1 10 0

工事着手 受注者は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場
合にはその期日までに、定めがない場合には特別の事情がない限り契約
書に定める契約日以降30日以内に、工事着手しなければならない。な
お、海上工事の場合は、45日以内とするものとする。

1 1 1 10 0

工事着手 受注者は、特記仕様書に定めのあるがある場合を除き、特別の事情がない
限り、約款に定める工事始期日以降30日以内に工事着手しなければならな
い。なお、海上工事の場合は、契約書に定める契約日以降45日以内とする
ものとする。

余裕期間設定工事への
対応

1 1 1 11 0

1-1-11(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約
を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、
労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備
されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した
適正な額を請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しな
ければならない。

1 1 1 11 0

1-1-11(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を
締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結をしなければな
らない。

下請契約に対する記載
を詳述

1 1 1 15 3
3.基本計画の作
成

受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する
基本計画書を工事監督員を通じて発注者に提出し、協議するものとする。 1 1 1 15 3

3.基本計画の作
成

受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する
基本計画書を工事監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとす
る。

運用の変更

1 1 1 20 4

4.再生資源利用
計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、ア
スファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、
再生資源利用計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して工事監督
員に提出しなければならない。
また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画
を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

1 1 1 20 4

4.再生資源利用
計画

受注者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する
場合には、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に工事監督員に提出
しなければならない。

建設リサイクル法に基づ
く修正

1 1 1 20 5

5. 受領書の交
付

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したとき
は、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならな
い。

条文の追加
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1 1 1 20 6

6.再生資源利用
促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建
設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する
場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画
書にその写しを添付して工事監督員に提出しなければならない。
また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進
計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

1 1 1 20 5

5.再生資源利用
促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設
発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合に
は、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め工事監督員に提
出しなければならない。

建設リサイクル法に基づ
く修正

1 1 1 20 7

７.再生資源利用
促進計画を作成
する上での確認
事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事
現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変
更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出
先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等
に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場
において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

条文の追加

1 1 1 20 8

８.建設発生土の
運搬を行う者に
対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、
「6.再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、
搬出量）と｢7.再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等｣で
行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しな
ければならない。

条文の追加

1 1 1 20 9

９.建設発生土の
搬出先に対する
受領書の交付
請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬
出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交
付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載し
た内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場
合は、受領書の写しを提出しなければならない。

条文の追加

1 1 1 20 0 1 1 1 20 7

7.建設副産物情
報交換システム

受注者はコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材、建設
汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画作
成時、工事完了後に必要な情報を建設副讃物情報根幹システムに入力す
るものとする。なお、出力した調査票は、「再生資源利用実施書」及び「再生
資源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、これによりがたい場合に
は、工事監督員と協議しなければならない。

システム廃止に伴う削除

1 1 1 20 0 1 1 1 20 8

8.建設発生土情
報交換システム

受注者は建設発生土を搬入または搬出する場合で、工事の実施に当たっ
て土量、土質、土工期等の登録されている情報に変更があった場合、工事
監督員が通知する「登録工事番号」を用いて、速やかに当該システムの
データ変更を行うものとする。
なお、これによりがたい場合には、工事監督員と協議するものとする。

システム廃止に伴う削除

1 1 1 25 1
1.竣工通知書の
提出

受注者は、約款第32条の規定に基づき、竣工通知書を工事監督員を通じ
て発注者に提出しなければならない。

1 1 1 25 1
1.竣工通知書の
提出

受注者は、約款第32条の規定に基づき、竣工通知書を工事監督員に提出
しなければならない。

提出先の明確化

1 1 1 29 3

3.標示板の設置 受注者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易
い場所に工事目的、工期、発注者名及び施工者名を記載した標示板を設
置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。

1 1 1 29 3

3.標示板の設置 受注者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い
場所に工事名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、
工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。

語句の修正

1 1 1 29 5

5.周辺への影響
防止

また、影響が生じるおそれがある場合、または影響が生じた場合には直
ちに工事監督員へ連絡し、その対応方法等に関して工事監督員と速やか
に協議しなければならない。

1 1 1 29 5

5.周辺への影響
防止

また、影響が生じた場合には直ちに工事監督員へ連絡し、その対応方法等
に関して工事監督員と速やかに協議しなければならない。

対象範囲の拡大
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1 1 1 29 6

6.労働環境の改
善

受注者は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技
術を活用した工事の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術
者、技能労働者等育成及び確保並びにこれらの者による賃金、労働時間
その他労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければな
らない。

1 1 1 29 6

6.労働環境の改
善

受注者は、作業員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努め
なければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 1 1 29 8

8.不具合等発生
時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生
した場合、または、公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられ
た場合には、その内容を工事監督員に直ちに通知しなければならない。

追加

1 1 1 30

履行報告 受注者は、約款第11条の規定に基づき、工事履行報告書を工事監督員
に提出しなければならない。ただし、準備工の段階では提出の必要はな
い。

1 1 1 30

履行報告 受注者は、約款第11条の規定に基づき、工事履行報告書を工事監督員に
提出しなければならない。

工事書類の簡素化

1 1 1 32 1
1.安全指針等の
遵守

最新の土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通
達）

1 1 1 32 1
1.安全指針等の
遵守

土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成21
年３月31日）

発行に伴う修正

1 1 1 32 3
3.災害の防止 建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省告示第496号、令和元年９

月２日）
1 1 1 32 3

受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達、平成５
年１月12日）

改定年度を反映

1 1 1 32 10
10.定期安全研
修・訓練等

なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施することもできる。
1 1 1 32 10

10.定期安全研
修・訓練等

運用の変更

1 1 1 32 15
15.安全衛生協
議会の設置

労働安全衛生法（令和元年６月改正法律第37号）
1 1 1 32 15

15.安全衛生協
議会の設置

労働安全衛生法（平成26年６月改正法律第82号） 改定年度を反映

1 1 1 32 16
16.安全優先 労働安全衛生法（令和元年６月改正法律第37号）

1 1 1 32 16
16.安全優先 労働安全衛生法（平成26年６月改正法律第82号） 改定年度を反映

1 1 1 35

事故報告書 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに工事監督
員に連絡するとともに、指示する期日までに、事故発生報告書を提出しな
ければならない。

1 1 1 35

事故報告書 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに工事監督員
に連絡するとともに、指示する期日までに、工事事故報告書を提出しなけれ
ばならない。

語句の修正

1 1 1 36 6

6.排出ガス対策
型建設機械

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成29年５月法律第
41号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成24年
３月23日付け国土交通省告示第318号）」、「第３次排出ガス対策型建設
機械指定要領（平成28年８月30日付け国総環リ施第６号）」、「特定特殊
自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」（令和３年２月改正経
済産業省・国土交通省・環境省令第1号）」、「第３次排出ガス対策型建設
機械指定要領（平成28年８月30日付け国総環リ第６号）」

1 1 1 36 6

6.排出ガス対策
型建設機械

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51
号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成18年３月
17日付け国土交通省告示第318号）」、「第３次排出ガス対策型建設機械指
定要領（平成18年３月17日付け国総施第215号）」、「特定特殊自動車排出
ガスの規制等に関する法律施行規則」（平成18年3月28日経済産業省・国
土交通省・環境省令第1号）」、「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領
（平成18年３月17日付け国総施第215号）」

改定年度を反映

1 1 1 36 9
9.特定調達品目 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（令和３年５月改

正法律第36号。「グリーン購入法」という。）」
1 1 1 36 9

9.特定調達品目 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成27年9月改正
法律第66号。「グリーン購入法」という。）」

改定年度を反映

1 1 1 38 4
4.交通安全法令
の遵守

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（令和５年３月改正　内閣
府・国土交通省令第１号）

1 1 1 38 4
4.交通安全法令
の遵守

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（平成26年5月26日改正　内
閣府・国土交通省令第１号）

改定年度を反映

1 1 1 38 14

14.通行許可等 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（令和３年７月
改正政令第198号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させ
るときは、道路法第47条の２に基づく通行許可、または道路法第47条の
10に基づく通行可能経路の回答を得ていることを確認しなければならな
い。また、道路交通法施行令（令和５年３月改正　政令第54号）第22条に
おける制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは道路交
通法（令和５年５月改正　法律第19号）第57条に基づく許可を得ているこ
とを確認しなければならない。

1 1 1 38 14

14.通行許可 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平成26年5月
28日改正政令第424号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行
させるときは、道路法第47条の２に基づく通行許可を得ていることを確認し
なければならない。また、道路交通法施行令（平成26年4月改正　政令第
169号）第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬する
ときは道路交通法（平成26年6月改正　法律第69号）第57条に基づく許可を
得ていることを確認しなければならない。

改定年度を反映

1 1 1 40 1 (1) 会計法（令和元年５月改正法律第16号） 1 1 1 40 1 (1) 会計法（平成18年６月改正法律第53号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (2) 建設業法（令和３年５月改正法律第37号） 1 1 1 40 1 (2) 建設業法（平成25年６月改正法律第69号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (4) 労働基準法（令和２年３月改正法律第14号） 1 1 1 40 1 (4) 労働基準法（平成24年６月改正法律第42号） 改定年度を反映
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1 1 1 40 1 (5) 労働安全衛生法（令和元年６月改正法律第37号） 1 1 1 40 1 (5) 労働安全衛生法（平成26年６月改正法律第82号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (6) 作業環境測定法（令和元年６月改正法律第37号） 1 1 1 40 1 (6) 作業環境測定法（平成26年６月改正法律第82号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (7) じん肺法（平成30年７月改正法律第71号） 1 1 1 40 1 (7) じん肺法（平成26年６月改正法律第82号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (8) 雇用保険法（令和４年３月改正法律第12号） 1 1 1 40 1 (8) 雇用保険法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (9) 労働者災害補償保険法（令和２年６月改正法律第31号） 1 1 1 40 1 (9) 労働者災害補償保険法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (10) 健康保険法（令和５年５月改正法律第31号） 1 1 1 40 1 (10) 健康保険法（平成28年12月改正法律第114号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (11) 中小企業退職金共済法（令和２年６月改正法律第40号） 1 1 1 40 1 (11) 中小企業退職金共済法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（令和４年３月改正法律第12 1 1 1 40 1 (12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（平成25年11月改正法律第86 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (13) 出入国管理及び難民認定法（令和４年12月改正法律第97号） 1 1 1 40 1 (13) 出入国管理及び難民認定法（平成26年６月改正法律第74号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (14) 道路法（令和３年３月改正法律第９号） 1 1 1 40 1 (14) 道路法（平成26年６月改正法律第72号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (15) 道路交通法（令和５年５月改正法律第19号） 1 1 1 40 1 (15) 道路交通法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (16) 道路運送法（令和５年４月改正法律第18号） 1 1 1 40 1 (16) 道路運送法（平成26年６月改正法律第106号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (17) 道路運送車両法（令和４年３月改正法律第４号） 1 1 1 40 1 (17) 道路運送車両法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (19) 地すべり等防止法（平成29年６月改正法律第45号） 1 1 1 40 1 (19) 地すべり等防止法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (20) 河川法（令和３年５月改正法律第31号） 1 1 1 40 1 (20) 河川法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (21) 海岸法（平成30年12月改正法律第95号） 1 1 1 40 1 (21) 海岸法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (22) 港湾法（令和４年11月改正法律第8７号） 1 1 1 40 1 (22) 港湾法（平成26年６月改正法律第91号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (23) 港則法（令和３年６月改正法律第53号） 1 1 1 40 1 (23) 港則法（平成21年７月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (24) 漁港漁場整備法（平成30年12月改正法律第95号） 1 1 1 40 1 (24) 漁港漁場整備法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (25) 下水道法（令和４年５月改正法律第44号） 1 1 1 40 1 (25) 下水道法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (26) 航空法（令和４年６月改正法律第62号） 1 1 1 40 1 (26) 航空法（平成26年６月改正法律第70号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (28) 軌道法（令和２年６月改正法律第41号） 1 1 1 40 1 (28) 軌道法（平成18年３月改正法律第19号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (29) 森林法（令和２年６月改正法律第41号） 1 1 1 40 1 (29) 森林法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (30) 環境基本法（令和３年５月改正法律第36号） 1 1 1 40 1 (30) 環境基本法（平成26年５月改正法律第46号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (31) 火薬類取締法（令和元年６月改正法律第37号） 1 1 1 40 1 (31) 火薬類取締法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (32) 大気汚染防止法（令和２年６月改正法律第39号） 1 1 1 40 1 (32) 大気汚染防止法（平成26年６月改正法律第72号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (34) 水質汚濁防止法（平成29年６月改正法律第45号） 1 1 1 40 1 (34) 水質汚濁防止法（平成25年６月改正法律第60号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (37) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（令和元年６月改正法律第37号） 1 1 1 40 1 (37) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (38) 文化財保護法（令和３年４月改正法律第22号） 1 1 1 40 1 (38) 文化財保護法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (39) 砂利採取法（平成27年６月改正法律第50号） 1 1 1 40 1 (39) 砂利採取法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (40) 電気事業法（令和５年６月改正法律第44号） 1 1 1 40 1 (40) 電気事業法（平成26年６月改正法律第72号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (41) 消防法（令和５年６月改正法律第58号） 1 1 1 40 1 (41) 消防法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (42) 測量法（令和元年６月改正法律第37号） 1 1 1 40 1 (42) 測量法（平成23年６月改正法律第61号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (43) 建築基準法（令和５年６月改正法律第58号） 1 1 1 40 1 (43) 建築基準法（平成26年６月改正法律第92号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (44) 都市公園港湾工事安全施工指法（平成29年５月改正法律第26号） 1 1 1 40 1 (44) 都市公園港湾工事安全施工指法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1
(45) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（令和３年５月改正法律

第37号）
1 1 1 40 1

(45) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成26年６月改正法律
第55号）

改定年度を反映

1 1 1 40 1 (46) 土壌汚染対策法（平成29年６月改正法律第45号） 1 1 1 40 1 (46) 土壌汚染対策法（平成26年６月改正法律第51号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (47) 駐車場法（平成29年５月改正法律第26号） 1 1 1 40 1 (47) 駐車場法（平成23年12月改正法律第122号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (48) 海上交通安全法（令和３年６月改正法律第53号） 1 1 1 40 1 (48) 海上交通安全法（平成21年７月改正法律第69号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (50) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（令和３年５月改正法律第 1 1 1 40 1 (50) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（平成26年６月改正法律第 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (51) 船員法（令和３年６月改正法律第75号） 1 1 1 40 1 (51) 船員法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (52) 船舶職員及び小型船舶操縦者法（平成30年６月改正法律第59号） 1 1 1 40 1 (52) 船舶職員及び小型船舶操縦者法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (53) 船舶安全法（令和３年５月改正法律第43号） 1 1 1 40 1 (53) 船舶安全法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (54) 自然環境保全法（平成31年４月改正法律第20号） 1 1 1 40 1 (54) 自然環境保全法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (55) 自然公園法（令和３年５月改正法律第29号） 1 1 1 40 1 (55) 自然公園法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映



編 章 節 条 項
章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

1 1 1 40 1
(56) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（令和３年５月改

正法律第37号） 1 1 1 40 1
(56) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成26年６月改

正法律第55号）
改定年度を反映

1 1 1 40 1
(57) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（令和３年５月改正

法律第36号）
1 1 1 40 1

(57) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成15年７月改正
法律第119号）

改定年度を反映

1 1 1 40 1 (59) 技術士法（令和元年６月改正法律第37号） 1 1 1 40 1 (59) 技術士法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (60) 漁業法（令和３年５月改正法律第47号） 1 1 1 40 1 (60) 漁業法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (61) 空港法（令和４年６月改正法律第62号） 1 1 1 40 1 (61) 空港法（平成25年11月改正法律第76号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (63) 厚生年金保険法（令和５年６月改正法律第58号） 1 1 1 40 1 (63) 厚生年金保険法（令和３年６月改正法律第66号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (64) 航路標識法（平成28年５月改正法律第42号） 1 1 1 40 1 (64) 航路標識法（平成16年６月改正法律第84号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (65) 資源の有効な利用の促進に関する法律（令和４年５月改正法律第46号） 1 1 1 40 1 (65) 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (67) 職業安定法（令和４年３月改正法律第12号） 1 1 1 40 1 (67) 職業安定法（平成26年６月改正法律第67号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (68) 所得税法（令和５年６月改正法律第44号） 1 1 1 40 1 (68) 所得税法（平成26年５月改正法律第91号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (69) 水産資源保護法（平成30年12月改正法律第95号） 1 1 1 40 1 (69) 水産資源保護法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (70) 船員保険法（令和５年５月改正法律第31号） 1 1 1 40 1 (70) 船員保険法（平成28年12月改正法律第114号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (71) 著作権法（令和３年６月改正法律第52号） 1 1 1 40 1 (71) 著作権法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (72) 電波法（令和４年12月改正法律第93号） 1 1 1 40 1 (72) 電波法（平成26年３月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1
(73) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措

置法（令和４年４月改正法律第32号）
1 1 1 40 1

(73) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置
法（平成26年６月改正法律第69号）

改定年度を反映

1 1 1 40 1
(74) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（令和４年３月改正法律第12

号）
1 1 1 40 1

(74) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (75) 農薬取締法（令和５年５月改正法律第36号） 1 1 1 40 1 (75) 農薬取締法（平成26年６月改正法律第69号） 改定年度を反映
1 1 1 40 1 (76) 毒物及び劇物取締法（令和５年５月改正法律第36号） 1 1 1 40 1 (76) 毒物及び劇物取締法（平成23年12月改正法律第122号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1
(77) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成29年５月改正法律

第41号)
1 1 1 40 1

(77) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年５月改正法律
第51号)

改定年度を反映

1 1 1 40 1
(78) 公共工事の品質確保の促進に関する法律（令和元年６月改正法律第35

号）
1 1 1 40 1

(78) 公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成26年６月改正法律第56号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1 (79) 警備業法（令和元年６月改正法律第37号） 1 1 1 40 1 (79) 警備業法（平成23年６月改正法律第61号） 改定年度を反映

1 1 1 40 1
(80) 個人情報の保護に関する法律（令和５年11月改正法律第79号）

1 1 1 40 1
(80) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成26年６月改正法

律第69号）
改定年度を反映

1 1 1 40 1
(81) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（令和５年６月

改正法律第58号）
1 1 1 40 1

(81) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成26年６月
改正法律第69号）

改定年度を反映

1 1 1 46 3
3.著作権法に規
定される著作物

著作権法（令和３年６月改正法律第52号第２条第１項第１号）
1 1 1 46 3

3.著作権法に規
定される著作物

著作権法（平成22年12月３日改正法律第65号第２条第１項第１号） 改定年度を反映

1 1 1 47 5

5.建設業退職金
共済制度の履
行

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、
その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内（電子
申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内）
に、発注者に提出しなければならない。
また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、工事監督員
に提示しなければならない。

1 1 1 47 5

5.掛金収納書の
提出

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、そ
の掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内に、発注
者に提出しなければならない。

運用変更を反映

1 1 1 49 0

石綿使用の有無 受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿（アスベス
ト）の使用の有無の「事前調査」を行わなければならない。石綿障害予防
規則に基づく一定規模以上の工事にあっては「事前調査結果の報告」を
所轄労働基準監督局に届出を行わなければならない。また、大気汚染防
止法に基づき、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、都道府県
知事に届出を行わなければならない。

制度改定を反映

1 2 1 1 0
1.適用工種 本章は、河川土工、海岸土工、砂防土工、道路土工その他これらに類す

る工種について適用する。 1 2 1 1 0
1.適用工種 本章は、河川土工、海岸土工、砂防土工、道路土工、港湾土工、空港土工

その他これらに類する工種について適用する。



編 章 節 条 項
章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

1 2 3 2 6

6.残土運搬時の
注意

受注者は、掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場合には、
沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからないように努めなければならな
い。

1 2 3 2 6

6.残土運搬時の
注意

受注者は、掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿
道住民に迷惑がかからないように努めなければならない。

誤植

1 2 3 3 4
4.狭隘箇所等の
締固め

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振
動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20㎝以下で入念に締
固めなければならない。

1 2 3 3 4
4.狭隘箇所等の
締固め

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振動
ローラ等の小型締固め機械により、締固めなければならない。

誤植

1 2 3 3 11
11.採取土及び
購入土運搬時
の注意

受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び
購入土を運搬する場合には沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからな
いように努めなければならない。

1 2 3 3 11
11.採取土及び
購入土運搬時
の注意

受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購
入土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないように努めなけれ
ばならない。

誤植

1 2 3 7 2
2.残土運搬時の
注意

残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民及び道路利用者に迷惑
がかからないよう努めなければならない。

1 2 3 7 2
2.残土運搬時の
注意

残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないよう努
めなければならない。

誤植

1 2 4 1 3
3.構造物取付け部道路橋示方書・同解説 （Ⅳ　下部構造編）　7.9　橋台背面アプローチ部」

（日本道路協会　平成29年11月）
1 2 4 1 3

3.構造物取付け部道路橋示方書・同解説 （Ⅳ　下部構造編）　8.9　橋台背面アプローチ部」
（日本道路協会　平成24年3月）

改定年度を反映

1 2 4 1 15
表２－３ 盛土高１ｍを越える場合－古根株－伐根除去

1 2 4 1 15
表２－３ 盛土高１ｍを越える場合－古根株－根元で切りとる 道路土工盛土工指針 5-

2基礎地盤の処理との整
合

1 2 4 3 9

9.狭隘箇所等の
締固め

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工について
は、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20㎝以
下で入念に締固めなければならない。

1 2 4 3 9

9.狭隘箇所等の
締固め

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工について
は、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、締固めなければならな
い。

1 2 4 3 14
14.採取土及び
購入土運搬時
の注意

受注者は採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購
入土を運搬する場合には沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからない
ように努めなければならない。

1 2 4 3 14
14.採取土及び
購入土運搬時
の注意

受注者は採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購入
土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないように努めなければな
らない。

誤植

1 2 4 4 7
7.狭隘箇所等の
締固め

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土の施工について
は、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20㎝以
下で入念に締固めなければならない。

1 2 4 4 7
7.狭隘箇所等の
締固め

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土の施工については、
タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、締固めなければならない。

1 2 4 4 16

16.採取土及び
購入土を運搬の
注意

受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び
購入土を運搬する場合には沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからな
いように努めなければならない。

1 2 4 4 16

16.採取土及び
購入土を運搬の
注意

受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購
入土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないように努めなけれ
ばならない。

誤植

1 3 1 3
3.適用規定（２） 「土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）［2023年制定］（施工編）」

（土木学会、2023年９月）
1 3 1 3

3.適用規定（２） 「コンクリート標準示方書（施工編）」（土木学会、平成25年３月） 改定年度を反映

1 3 1 4
4.アルカリシリカ
反応抑制対策

アルカリシリカ反応抑制対策の適合を確かめなければならない。
1 3 1 4

4.アルカリ骨材
反応抑制対策

アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確かめなければならない。 諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 2 1 1.適用規定 土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）［2023年制定］（2023年９月） 1 3 2 1 1.適用規定 土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）（平成25年３月） 改定年度を反映

1 3 2 1 1.適用規定 土木学会　コンクリート標準示方書（設計編）［2023年制定］（2023年９月） 1 3 2 1 1.適用規定 土木学会　コンクリート標準示方書（設計編）（平成25年３月） 改定年度を反映
1 3 2 1 1.適用規定 土木学会　コンクリートのポンプ施工指針［2012年版］（平成24年６月） 1 3 2 1 1.適用規定 土木学会　コンクリートのポンプ施工指針（平成24年６月） 改定年度を反映
1 3 2 1 1.適用規定 土木学会　鉄筋定着・継手指針［2020年版］（令和２年３月） 1 3 2 1 1.適用規定 土木学会　鉄筋定着・継手指針（平成19年８月） 改定年度を反映

1 3 2 1
1.適用規定 公益社団法人日本鉄筋継手協会　鉄筋継手工事標準仕様書　ガス圧接

継手工事（平成29年８月）
1 3 2 1

1.適用規定 公益社団法人日本鉄筋継手協会　鉄筋継手工事標準仕様書　ガス圧接継
手工事（平成21年9月）

改定年度を反映

1 3 2 1
1.適用規定 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計

ガイドライン（平成28年7月）
1 3 2 1

1.適用規定 新規追加

1 3 2 1
1.適用規定 流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会　流動性を高めた現場打

ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年３月）
1 3 2 1

1.適用規定 新規追加

1 3 2 1
1.適用規定 機械式鉄筋継手工法技術検討委員会　現場打ちコンクリート構造物に適

用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン（平成29年３月）
1 3 2 1

1.適用規定 新規追加

1 3 2 1

1.適用規定 橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会　コン
クリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン（平
成30年６月）

1 3 2 1

1.適用規定 新規追加

1 3 2 1
1.適用規定 橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会　コン

クリート橋のプレキャスト化ガイドライン（平成30年６月）
1 3 2 1

1.適用規定 新規追加



編 章 節 条 項
章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

1 3 2 1

1.適用規定 道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会　プ
レキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライ
ン（平成31年１月）

1 3 2 1

1.適用規定 新規追加

1 3 2 3
3.塩分の浸透防止アルカリシリカ反応による損傷が構造物の品質・性能に重大な影響を及

ぼす
1 3 2 3

3.塩分の浸透防止アルカリ骨材反応による損傷が構造物の品質・性能に重大な影響を及ぼす 諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 3 2 1
(1) JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法（令和４年６

月改正法律第68号）
1 3 3 2 1

(1) JISマーク表示認証製品を製造している工場（工業標準化法の一部を改正
する法律（平成16年６月９日公布法律第95号）

改定年度を反映

1 3 3 2 1
(2) JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法（平成30年５

月改正法律第33号）
1 3 3 2 1

(2) JISマーク表示認証製品を製造している工場（工業標準化法の一部を改正
する法律（平成30年５月９日公布法律第95号）

改定年度を反映

1 3 3 3 1 1.一般事項 作業に適するワーカビリティーが得られる範囲内で 1 3 3 3 1 1.一般事項 作業に適するワーカビリティーをもつ範囲内で 表現の修正

1 3 5 4 1

(1) 各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定の
計量値の許容差内で計量できるものでなければならない。なお、受注者
は、各材料の計量方法及び計量装置について、施工計画書へ記載しな
ければならない。また、練混ぜに用いた各材料の計量値を記録しておか
なければならない。

1 3 5 4 1

(1) 各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定の計
量誤差内で計量できるものでなければならない。なお、受注者は、各材料の
計量方法及び計量装置について、施工計画書へ記載しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 5 4 2
(3) 計量値の許容差は、１回計量分に対し、「表３－２計量値の許容誤差」の

値以下とする。
1 3 5 4 2

(3) 計量誤差は、１回計量分に対し、「表３－２計量の許容誤差」の値以下とす
る。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 5 4 2

(4) 連続ミキサーを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。そ
の計量値の許容差は、ミキサーの容量によって定められる規定の時間当
たりの計量分を質量に換算して、「表３－２計量値の許容誤差」の値以下
とする。

1 3 5 4 2

(4) 連続ミキサーを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。その
計量誤差は、ミキサーの容量によって定められる規定の時間当たりの計量
分を質量に換算して、「表３－２計量の許容誤差」の値以下とする。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 5 4 2
表３－２　計量値の許容差

1 3 5 4 2
表３－２　計量の許容誤差 諸基準類の改定に伴う

修正

1 3 5 4 2

(6) 受注者は、各材料を、一バッチ分ずつ質重量で計量しなければならない。
ただし、水及び混和剤溶液については、表３－２に示した許容差内である
場合には、体積で計量してもよいものとする。なお、一バッチの量は、工
事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮し
て定めなければならない。

1 3 5 4 2

(6) 受注者は、各材料を、一バッチ練り分ずつ質重量で計量しなければならな
い。ただし、水及び混和剤溶液については、表３－２に示した許容差内であ
る場合には、容積で計量してもよいものとする。なお、一バッチ練りの量は、
工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮し
て定めなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 5 4 3
(2) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603－2（コンクリートミキ

サー第2部：練混ぜ性能試験方法）及びJSCE-I 502-2013「連続ミキサの
練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。

1 3 5 4 3
(2) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603－2（練混ぜ性能試験方

法）及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わな
ければならない。

表記の追加

1 3 6 4 5
5.コンクリートポ
ンプ使用時の注

コンクリートのポンプ施工指針［2012年版］５章圧送
1 3 6 4 5

5.コンクリートポ
ンプ使用時の注

コンクリートのポンプ施工指針（案）５章圧送 諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 6 4 12
12.打設計画書 シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパー等の吐出口と打込み面までの自

由落下高さは1.5ｍ以下とするものとする。
1 3 6 4 12

12.打設計画書 シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパー等の吐出口と打込み面までの高さ
は1.5ｍ以下とするものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 6 4 16
16.不要となった
スペーサの除去

受注者は、コンクリートの打上りに伴い、不要となったスペーサを可能なか
ぎり取り除かなければならない。

実態に合わせ削除

1 3 6 5 2

2.締固め方法 受注者は、コンクリートが鋼材の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るよう
に打設し、速やかにコンクリートを十分締め固めなければならない。 1 3 6 5 2

2.締固め方法 受注者は、コンクリートが鉄筋の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るよう
に打設し、速やかにコンクリートを十分締め固めなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 6 5 4

4.狭隘・過密鉄
筋箇所における
締固め

狭隘・過密鉄筋箇所における締固めを確実に実施するため、その鉄筋
径・ピッチを踏まえたバイブレータを用いるものとし、その締固め方法（使
用器具や施工方法）を施工前に施工計画書に記載しなければならない。

条文の追加



編 章 節 条 項
章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

1 3 6 6 2
2.沈下、ひび割
れの防止

再振動にあたっては、その時期をあらかじめ定めるなどコンクリートの品
質の低下を招かないように適切な時期に行わければならない。

1 3 6 6 2
2.沈下、ひび割
れの防止

再振動にあたっては、その時期をあらかじめ定めるなどコンクリートの品質
の低下を招かないように注意して行わければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 6 7 1

1.一般事項 打継目の位置及び構造は、図面の定めによるものとする。ただし、受注者
は、やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構
造物の性能を損なわないように、その位置、方向及び施工方法を定め、
工事監督員と協議しなければならない。

1 3 6 7 1

1.一般事項 打継目の位置及び構造は、図面の定めによるものとする。ただし、受注者
は、やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造
物の強度、耐久性、水密性及び外観を害しないように、その位置、方向及び
施工方法を定め、工事監督員と協議しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 6 7 2

2.打継目を設け
る位置

受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、PC
鋼材定着部背面等の常時引張応力が作用する断面を避け、打継面を部
材に圧縮力がの作用する方向と直角になるよう施工することを原則とす
る。

1 3 6 7 2

2.打継目を設け
る位置

受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、打継
面を部材の圧縮力の作用する方向と直角になるよう施工しなければならな
い。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 6 7 3

3.打継目を設け
る場合の注意

受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合に
は、打継目に、ほぞ、または溝の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法
や、差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方法等の対策を講ずるこ
ととする。また、これらの対策は、所要の性能を満足することを照査した上
で実施する。

1 3 6 7 3

3.打継目を設け
る場合の注意

受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、
打継目に、ほぞ、または溝を造るか、鋼材を配置して、これを補強しなけれ
ばならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 6 7 8

8.伸縮目地 伸縮目地の材質、厚、間隔は設計図書によるものとするが、特に定めの
ない場合は瀝青系目地材料厚は１㎝、施工間隔10ｍ程度とする。 1 3 6 7 8

8.伸縮継目 伸縮継目の目地の材質、厚、間隔は設計図書によるものとするが、特に定
めのない場合は瀝青系目地材料厚は１㎝、施工間隔10ｍ程度とする。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 6 9 1
1.一般事項 受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度およ

び湿潤状態に保ち、有害な作用の影響を受けないように、その部位に応
じた適切な方法により養生しなければならない。

1 3 6 9 1
1.一般事項 受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度および

湿潤状態に保ち、有害な作用の影響を受けないように、養生しなければな
らない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 6 9 2

2.湿潤状態の保
持

受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法
により、一定期間十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間
は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて、施工
実績、信頼できるデータ、あるいは試験等によりに定めるものとする。通
常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は表３－３を目
安とする。

1 3 6 9 2

2.湿潤状態の保
持

受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業ができる程度に硬化した
後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生
期間方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を
定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリー
トの湿潤養生期間は表３－３を標準とする。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 6 9 2
表３－３　コンクリートの湿潤養生期間の目安

1 3 6 9 2
表３－３　コンクリートの標準養生期間 諸基準類の改定に伴う

修正

1 3 7 3 3

3.鉄筋の曲げ半
径

「コンクリート標準示方書（設計編）［2023年制定］本編第13章鉄筋コンク
リートの前提、標準７編第２章鉄筋コンクリートの前提」（土木学会、2023
年３月）

1 3 7 3 3

3.鉄筋の曲げ半
径

「コンクリート標準示方書（設計編）本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標
準７編第２章鉄筋コンクリートの前提」（土木学会、平成25年３月）

改定年度を反映

1 3 7 4 2
2.配筋・組立て 受注者は、配筋・組立てにおいて、以下によらなければならない。

1 3 7 4 2
2.配筋・組立 諸基準類の改定に伴う

修正

1 3 7 4 2

(1) 受注者は図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動か
ないよう十分堅固に組み立てなければならない。なお、必要に応じて図面
に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。

1 3 7 4 2

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 7 4 2

(2) 受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径0.8mm以上のなまし鉄線、または
クリップ等で鉄筋が移動しないように緊結し、使用した焼なまし鉄線、ク
リップ等はかぶり内に残してはならない。また、設計図書に特別な組立用
架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。

1 3 7 4 2

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 7 4 2

(3) 受注者は、鉄筋の配筋において、施工段階で必要となる形状保持や施工
中の安全対策等を目的として、組立て鉄筋、段取り鉄筋等の鉄筋やアン
グル等の仮設物を配置するが、これらをやむを得ず構造物本体に存置す
る場合、これらの仮設物において、設計の前提が成立することを確認しな
ければならない。

1 3 7 4 2

新規追加

受注者は、図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動か
ないよう十分堅固に組み立てなければならない。なお、必要に応じて図面に
示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。受注者は、鉄筋
の交点の要所を、直径0.8mm以上のなまし鉄線、またはクリップ等で緊結
し、鉄筋が移動しないようにしなければならない。また、設計図書に特別な
組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。



編 章 節 条 項
章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

1 3 7 5 2

2.重ね継手 受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合
わせて、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線で数ヶ所緊結しなければならな
い。
なお、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の重ね継手長さは、「エポキシ樹脂塗装
鉄筋を用いる鉄筋コンクリートの設計施工指針【改訂版】」（土木学会、平
成15年11月）により、コンクリートの付着強度を無塗装鉄筋の85％として
求めてよい。

1 3 7 5 2

2.重ね継手 受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合わ
せて、直径0.8mm以上のなまし鉄線で数ヶ所緊結しなければならない。
なお、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の重ね継手長さは、「エポキシ樹脂塗装鉄
筋を用いる鉄筋コンクリートの設計施工指針【改訂版】」H15.11土木学会」に
より、コンクリートの付着強度を無塗装鉄筋の85％として求めてよい。

表記の統一

1 3 7 5 3

3.継手位置 受注者は、原則、継手を同一断面に集めてはならない。また、受注者は、
継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に互いにずらす距離
は、継手の長さに鉄筋直径の25倍を加えた長さ以上としなければならな
い。継手が同一断面となる場合は、継手が確実に施工でき、継手付近の
コンクリートが確実に充填され、継手としての性能が発揮されるとともに、
構造物や部材に求められる性能を満たしていることを確認しなければなら
ない。

1 3 7 5 3

3.継手位置の相
互ずらし

受注者は、設計図書に明示した場合を除き、継手を同一断面に集めてはな
らない。また、受注者は、継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸
方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の25倍を加えた長さ以
上としなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 7 5 5
5.継ぎ足し鉄筋
の保護

受注者は、将来の継ぎ足しのために構造物から鉄筋を露出しておく場合
には、損傷、腐食等からこれを保護しなければならない。

1 3 7 5 5
5.継ぎたし鉄筋
の保護

受注者は、将来の継ぎたしのために構造物から鉄筋を露出しておく場合に
は、損傷、腐食等をうけないようにこれを保護しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 7 5 8
8.機械式鉄筋継
手

新規追加

1 3 7 5 8

(1) 機械式鉄筋継手工法を採用する場合は、「現場打ちコンクリート構造物に
適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン（平成29年３月）」に基づき実
施するものとする。受注者は、施工する工法について必要な性能に関し、
公的機関等（所定の試験、評価が可能な大学や自治体、民間の試験機
関を含む）による技術的な確認を受け交付された証明書等の写しを工事
監督員の承諾を得なければならない。また、機械式鉄筋継手の施工につ
いては、以下の各号の規定によるものとする。

新規追加

1 3 7 5 8
(1)－① 使用する工法に応じた施工要領を施工計画書に記載し、施工を行わなけ

ればならない。
新規追加

1 3 7 5 8

(1)－② 機械式鉄筋継手工法の品質管理は、使用する工法に応じた確認項目や
頻度、方法、合否判定基準等を施工計画書に明示した上で、施工管理や
検査時においては、これに従って確認を行わなければならない。また、機
械式鉄筋継手工法の信頼度は、土木学会鉄筋定着・継手指針［2020年
制定］（令和２年３月　土木学会）の信頼度Ⅱ種を基本とするが、設計時に
Ⅰ種を適用している場合は、設計時の信頼度に従って施工管理を行わな
ければならない。

新規追加

(2) 設計時に機械式鉄筋継手工法が適用されていない継手において、機械
式鉄筋継手工法を適用する場合は、別途、工事監督員と協議し、設計で
要求した性能を満足していることや性能を確保するために必要な継手等
級を三者会議等を利用し、設計者に確認した上で適用すること。

新規追加

1 3 7 6 4

4.圧接面の清掃 受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、（公社）日本鉄筋継手協会
によって認定された鉄筋冷間直角切断機を使用して切断しなければなら
ない。自動ガス圧接の場合、チップソーをあわせて使用するものとする。
ただし、すでに直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機により切
断した端面の汚損等を取り除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削
するとともに、さび、油脂、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着物
を完全に除去しなければならない。

1 3 7 6 4

4.圧接面の清掃 受注者は、圧接面を圧接作業前にグラインダー等でその端面が直角で平滑
となるように仕上げるとともに、さび、油、塗料、セメントペースト、その他の
有害な付着物を完全に除去しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正



編 章 節 条 項
章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

1 3 7 6 6

6.悪天候時の作
業禁止

受注者は、降雪雨又は、強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作
業が可能なように、防風対策を施して適切な作業ができることが確認され
た場合は作業を行うことができる。

1 3 7 6 6

6.悪天候時の作
業禁止

受注者は、降雪雨又は、強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作業
が可能なように、遮へいした場合は作業を行うことができる。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 9 2 3

３.打設時のコン
クリート温度

打設時のコンクリート温度の上限は、所定の品質を確保できる場合は
38℃とし、それ以外の場合は35℃とする。 1 3 9 2 3

３.打設時のコン
クリート温度

打設時のコンクリート温度は、35℃以下を標準とする。コンクリート温度がこ
の上限値を超える場合には、コンクリートが所要の品質を確保できることを
確かめなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 10 2 1
(1) 受注者は、凍結しているか、又は氷雪の混入している骨材を用いてはな

らない。
1 3 10 2 1

(1) 受注者は、凍結しているか、又は氷雪の混入している骨材をそのまま用い
てはならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 10 3 5

5.養生温度 受注者は、養生温度を５℃以上に保たなければならない。また、養生期間
については、表３－４の値以上とするのを標準とする。 1 3 10 3 5

5.養生中のコン
クリート温度

受注者は、養生中のコンクリートの温度を５℃以上に保たなければならな
い。また、養生期間については、表３－４の値以上とするのを標準とする。

コンクリート標準示方書
と用語を統
一。

1 3 10 3 5
表３－４　寒中コンクリートの温度制御養生期間

1 3 10 3 5
表３－４　寒中コンクリートの養生期間 諸基準類の改定に伴う

修正

1 3 11 2 5

5.型枠による対
策

受注者は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、実際の施工条件に
基づく温度ひび割れの照査時に想定した型枠の材料及び構造を選定す
るとともに、型枠を適切な期間存置しなければならない。

1 3 11 2 5

5.型枠による対
策

受注者は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、型枠の材料及び構造
を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 12 2 7

７.水中コンク
リートの打設方
法

受注者は、ケーシング（コンクリートポンプとケーシングの併用方式）、トレ
ミー、コンクリートポンプまたは底開き箱や底開き袋を使用してコンクリー
トを打設するものとする。これにより難い場合は、代替工法について工事
監督員と協議しなければならない。

1 3 12 2 7

７.水中コンク
リートの打設方
法

受注者は、ケーシング（コンクリートポンプとケーシングの併用方式）、トレ
ミーまたは、コンクリートポンプを使用してコンクリートを打設しなければなら
ない。これにより難い場合は、代替工法について工事監督員と協議しなけ
ればならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 12 2 9

(1) 受注者は、トレミーを水密でコンクリートが自由移動できる大きさとし、打
設中は先端を既に打ち込まれたコンクリート中に挿入しておき、水平移動
してはならない。

1 3 12 2 9

(1) 受注者は、トレミーを水密でコンクリートが自由落下にできる大きさとし、打
設中は常にコンクリートで満たさなければならない。また、打設中にトレミー
を水平移動してはならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 12 3 1

１.一般事項 受注者は、海水の作用、波浪や海水飛沫の影響を受ける構造物に使用
されるコンクリートは、海洋コンクリートとして、設計耐用期間を通じてコン
クリート自体の劣化や鋼材の腐食等によって、所要に性能が損なわれな
いように施工しなければならない。

1 3 12 3 1

１.一般事項 受注者は、海水の作用を受けるコンクリートの施工にあたり、品質が確保で
きるように、打込み、締固め、養生などを行わなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 12 3 2

２.水平打継目の
設置位置

受注者は、設計図書に示す最高潮位から上600㎜及び最低潮位から下
600㎜の間のコンクリートに水平打継目を設けてはならない。

1 3 12 3 2

２.水平打継目の
設置位置

受注者は、設計図書に示す最高潮位から上60㎝及び最低潮位から下60㎝
の間のコンクリートに水平打継目を設けてはならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 13 3 3

(1) 受注者は、各材料を１バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただ
し、水及び混和剤溶液は第１編３-５-４材料の計量及び練混ぜ、表３-２計
量値の許容差に示した許容差内である場合には、体積で計量してもよい
ものとする。

1 3 13 3 3

(1) 受注者は、各材料を１バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、
水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 13 3 3
(2) 計量値の許容差は、１バッチ計量分に対し、「表３－５計量値の許容誤差

（水中不分離性コンクリート）」の値以下とするものとする。
1 3 13 3 3

(2) 計量誤差は、１バッチ計量分に対し、「表３－５計量の許容誤差（水中不分
離性コンクリート）」の値以下とするものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 3 13 3 3
表３－５　計量値の許容誤差（水中不分離性コンクリート）

1 3 13 3 3
表３－５　計量の許容誤差（水中不分離性コンクリート） 諸基準類の改定に伴う

修正

1 3 13 4 3

(6) 受注者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ50cm以下で打ち込まな
ければならない。やむを得ず、流水中や水中落下高さが50ｃｍを超える状
態での打込みを行う場合には、所要の品質を満足するコンクリートが得ら
れることを確認するとともに、設計図書に関して工事監督員と協議しなけ
ればならない。

1 3 13 4 3

(6) 受注者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ50cm以下で打ち込まなけ
ればならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 4 2 土木学会　鉄筋定着・継手指針【2007年版】 1 4 2 土木学会　鉄筋定着・継手指針【2007年版】（平成21年9月） 改定年度を反映

1 4 3 2 1
JISマーク表示認証工場（産業標準化法（令和4年6月改正法律68号）

1 4 3 2 1
JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平成16年6月9日公布） 改定年度を反映
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新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

1 4 5 2 3

受注者は、ごみ、泥、その他の異物が混入しないよう、かつ、大小粒が分
離しないように、排水設備の整った貯蔵施設に骨材を貯蔵しなければなら
ない。

1 4 5 2 3

受注者は、ごみ、泥、その他の異物が混入しないよう、かつ、大小粒が分離
しないように、排水設備の整った貯蔵施設に骨材を貯蔵しなければならな
い。コンクリートの配合については、第１編３－３－３配合の規定による。

諸基準類の改定に伴う
修正

1 4 5 3 2 (5) 材料の計量値は、自動記録装置により記録しなければならない。 新規追加

2 1 2 4 0

4.見本・品質証
明資料

JISマーク表示品及び工事材料事前承諾で承諾された材料については資
料の提出は省略できる。 2 1 2 4 0

4.見本・品質証
明資料

JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本または品
質を証明する資料の提出は省略できる。

材料事前承諾の取扱

2 2 3 1 1
JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）附属書JA（レディーミクストコンク
リート用骨材）

2 2 3 1 1
JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）附属書JA（レディーミクストコンク
リート用骨材）

JIS名称変更に伴う修正

2 2 3 1 1
JIS A 5011－5（コンクリート用スラグ骨材－第5部：石炭ガス化スラグ骨
材）

新規追加

2 2 3 3 5
5.鉄鋼スラグの
規格（路盤材

表２－９　鉄鋼スラグの規格
2 2 3 3 5

5.鉄鋼スラグの
規格（路盤材

表２－９　鉄鋼スラグの規格 諸基準類の改定に伴う
修正（図表）

2 2 3 6 1

表２－15　舗装用石油アスファルトの規格

2 2 3 6 1

表２－15　舗装用石油アスファルトの規格 諸基準類の改定に伴う
修正（図表）
JIS K 2207参照

2 2 5 7
溶接材料 JIS Z 3352（サブマージアーク溶接及びエレクトロスラグ溶接用フラック

ス） 2 2 5 7
溶接材料 JIS Z 3352（サブマージアーク溶接用フラックス） JIS名称変更に伴う修正

2 2 6 1 2
２.セメントの貯蔵 受注者は、セメントを防湿構造を有するサイロ又は倉庫に、品種別に区分

て貯蔵しなければならない。
2 2 6 1 2

２.セメントの貯蔵 受注者は、セメントを防湿的な構造を有するサイロ又は倉庫に、品種別に区
分て貯蔵しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

2 2 6 1 4

4.異常なセメント
使用時の注意

受注者は、貯蔵中に塊状になったセメントを用いてはならない。また、湿
気を受けた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメントの使用にあ
たっては、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければなら
ない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性がある
ので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。

2 2 6 1 4

4.異常なセメント
使用時の注意

受注者は、貯蔵中に塊状になったセメントを用いてはならない。また、湿気
をうけた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメントの使用にあたって
は、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

2 2 6 1 7

7.異常な混和剤
使用時の注意

受注者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異
常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低
下していないことを確かめなければならない。ただし、保管期間が長期に
わたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵した混和剤は使
用してはならない。

2 2 6 1 7

7.異常な混和剤
使用時の注意

受注者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異
常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下
していないことを確かめなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

2 2 6 1 9

9.異常な混和材
使用時の注意

受注者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混
和材の使用にあたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確か
めなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する
可能性があるので、長期間貯蔵した混和材は使用してはならない。

2 2 6 1 9

9.異常な混和材
使用時の注意

受注者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混和
材の使用にあたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめな
ければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

2 2 6 2 3
表２－18　普通ポルトランドセメントの品質

2 2 6 2 3
表２－18　普通ポルトランドセメントの品質 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

2 2 6 3 5
5.急結剤 急結剤は、「コンクリート標準示方書（基準編）［2023年制定］JSCE-D 102

‐2023　吹付けコンクリート（モルタル）用急結剤品質規格（案）」（土木学
会、2023年９月）の規格に適合するものとする。

2 2 6 3 5
5.急結剤 急結剤は、「コンクリート標準示方書（基準編）JSCE-D 102‐2013　吹付けコ

ンクリート（モルタル）用急結剤品質規格（案）」（土木学会、平成25年11月）
の規格に適合するものとする。

改定年度を反映

2 2 6 4 1

1.練混ぜ水 コンクリートの練混ぜに用いる水は、上水道又はJIS A 5308（レディーミク
ストコンクリート）附属書JC（レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる
水）の規格に適合するものとする。

2 2 6 4 1

1.練混ぜ水 コンクリートに使用する練混ぜ水は、上水道又はJIS A 5308:2009（レディー
ミクストコンクリート）附属書C（レディーミクストコンクリートの練混ぜに用い
る水）の規格に適合するものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正
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2 2 7 1 3

3.アルカリシリカ
反応抑制対策

受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反応
抑制対策について」（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成14年７月
31日）及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（国土
交通省大臣官房技術調査課長通達、平成14年７月31日）を遵守し、アル
カリシリカ反応抑制対策の適合を確認した資料を工事監督員に提出しな
ければならない。

2 2 7 1 3

3.アルカリ骨材
反応抑制対策

受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反応抑
制対策について」（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成14年７月31
日）及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（国土交通
省大臣官房技術調査課長通達、平成14年７月31日）を遵守し、アルカリ骨
材反応抑制対策の適合を確認した資料を工事監督員に提出しなければな
らない。

諸基準類の改定に伴う
修正

2 2 7 2 2 2 7 2

※ただし「溶融スラグ二次製品品質審査制度」を用いたセメントコンクリート
製品の規格は、溶融スラグを用いること以外はＪＩＳ規格（プレキャスト無筋
コンクリート製品はJIS A 5371、プレキャスト鉄筋コンクリート製品はJIS A
5372）に適合するものとする。

溶融スラグ使用終了に
よる削除

2 2 8 1 6

6.グースアスファ
ルトに使用する
アスファルト

グースアスファルトに使用するアスファルトは、表２－21に示す硬質アス
ファルトに用いるアスファルトの規格に適合するものとする。 2 2 8 1 6

6.グースアスファ
ルトに使用する
アスファルト

グースアスファルトに使用するアスファルトは、表２－21に示す硬質アスファ
ルトの規格に適合するものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

2 2 8 1 7
7.グースアスファ
ルト

グースアスファルトは表２－22に示す硬質アスファルトの規格を標準とす
るものとする。

2 2 8 1 7
7.グースアスファ
ルト

グースアスファルトは表２－22の規格を標準とするものとする。 諸基準類の改定に伴う
修正

2 2 8 3 労働安全衛生法施行令（令和５年９月改正　政令第276号） 労働安全衛生法施行令（平成26年７月改正　政令第269号） 改定年度を反映

2 2 8 3
表２－26　再生用添加剤の標準的性状

2 2 8 3
表２－26　再生用添加剤の標準的性状 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

2 2 12 1
標示板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に
適合するものとする。

2 2 12 1
標識板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適
合するものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

2 2 12 1 (1)標示板 JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯） 2 2 12 1 (1)標識板 JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板） JIS名称変更に伴う修正

2 2 12 1
(2)支柱 JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材）

JIS G 3136（建設構造用圧延鋼材）
新規追加

2 2 12 1
(4)反射シート 表２－27　封入レンズ型反射シートの反射性能

2 2 12 1
(4)反射シート 表２－27　封入レンズ型反射シートの反射性能 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

2 2 12 1
(4)反射シート 表２－28　カプセルレンズ型反射シートの反射性能

2 2 12 1
(4)反射シート 表２－28　カプセルレンズ型反射シートの反射性能 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

2 2 13 2 JIS C 8430（硬質ポリ塩化ビニル電線管） 2 2 13 2 JIS C 8430（硬質塩化ビニル電線管） 誤植

2 3 2 1 3 「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン（改訂）」（令和５年10月） 2 3 2 1 3 「港湾・空港等整備におけるリサイクル」の改訂について（平成24年3月30日） 改定年度を反映

2 3 3 2 4 「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン（改訂）」（令和５年10月） 2 3 3 2 4 「港湾・空港等整備におけるリサイクル」の改訂について（平成24年3月30日） 改定年度を反映
2 3 3 3 3 「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン（改訂）」（令和５年10月） 2 3 3 3 3 「港湾・空港等整備におけるリサイクル」の改訂について（平成24年3月30日） 改定年度を反映
2 3 3 4 5 「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン（改訂）」（令和５年10月） 2 3 3 4 5 「港湾・空港等整備におけるリサイクル」の改訂について（平成24年3月30日） 改定年度を反映

2 3 4 1
JIS A 5308   「レディーミクストコンクリート 附属書A レディーミクストコンク
リート用骨材」

新規追加

2 3 4 1
JIS A 5011-5「コンクリート用スラグ骨材 (石炭ガス化スラグ骨材)」 新規追加

2 3 4 1 「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン（改訂）」（令和５年10月） 2 3 3 4 5 「港湾・空港等整備におけるリサイクル」の改訂について（平成24年3月30日） 改定年度を反映

2 3 4 2 2
表３－２　砂利及び砂の品質

2 3 4 2 2
表３－２　砂利及び砂の品質 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

2 3 4 2 5
表３－３　骨材の試験方法

2 3 4 2 5
表３－３　骨材の試験方法 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

2 3 4 4 2
表３－５　骨材の粒度分布

2 3 4 4 2
表３－５　骨材の粒度分布 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

2 3 6 4 2
JIS G 3191
「熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状，寸法、質量及びその許容差｣

2 3 6 4 2
JIS G 3191
「熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状，寸法及び質量並びにその許容差｣

JIS名称変更に伴う修正

2 3 8 1 4 JIS A 5365「プレキャストコンクリート製品－検査方法通則」 2 3 8 1 4 JIS A 5365「プレキャストコンクリート製品－検査方法及び通則」 JIS名称変更に伴う修正



編 章 節 条 項
章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

2 3 12 1 3
陽極の陽極電位（閉路電位）は、－1,050ｍＶ以下（VS飽和甘こう電極
（SCE））、発生電気量は2,600A・h／㎏以上とする。

2 3 12 1 3
陽極の電流効率は、90％以上とする。 諸基準類の改定に伴う

修正

2 3 13 1 3

(2) 物理試験は、「表３－９ゴムの物理的性質」の試験項目を「JIS K 6250　ゴ
ム－物理試験方法通則」「JIS K 6251　加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引
張特性の求め方」「JIS K 6253－3　加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－硬さの
求め方－（デュロメータ硬さ）」「JIS K 6257　加硫ゴム及び熱可塑性ゴム
－熱老化特性の求め方」「JIS K 6259－1　加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－
耐オゾン性の求め方（静的オゾン劣化試験及び動的オゾン劣化試験）」に
よって行わなければならない。なお、硬さ、老化及び耐オゾン性試験は、
次の方法によらなければならない。
老化試験（JIS K 6257）　　　　　　促進老化試験（AA-2）
耐オゾン性試験（JIS K 6259－1）

2 3 13 1 3

(2) 物理試験は、「表３－９ゴムの物理的性質」の試験項目を「JIS K 6250　ゴム
－物理試験方法通則」「JIS K 6251　加硫ゴムの引張試験方法」「JIS K
6253　加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの硬さの求め方」「JIS K 6257　加硫ゴム
及の老化試験方法」「JIS K 6259　加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－耐オゾン
性の求め方」によって行わなければならない。なお、硬さ、老化及び耐オゾ
ン性試験は、次の方法によらなければならない。
老化試験（JIS K 6257：1993）　　　　　　ノーマルオーブン法A-2試験
耐オゾン性試験（JIS K 6259）

JIS名称変更に伴う修正

2 3 13 1 3
表３－９　ゴムの物理的性質

2 3 13 1 3
表３－９　ゴムの物理的性質 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

2 3 13 1 5

ゴム防舷材の性能試験における試験環境については、ゴム防舷材試験
環境証明事業を実施する機関の証明書を事前に監督職員に提出し、承
諾を得なければならない。
 試験環境証明では次の項目における確認結果を提出するものとする。

新規追加

2 3 13 1 5

(1) 静的圧縮試験設備
標準操作手順書等の操作関連書類、ソフトウエアやハードウエアの使用
や検定関連書類、データ不正防止関連書類、恒温施設・圧縮試験機・計
測機器・コンピューターシステム等の能力と健全性

新規追加

2 3 13 1 5
(2) 静的圧縮試験記録

試験記録の管理状況・健全性の検証
新規追加

2 3 13 1 5

(3) 物理特性試験
試験機と試験手法のJIS規格適合性
※ゴム防舷材試験環境証明書が必要となるため、移行期間として令和７
年3月31日までは従前どおり港湾工事共通仕様書（令和５年３月）による
ことができるものとする。

新規追加

2 3 19 5 4
標識に使用する反射材は、「JIS Z 9117　再帰性反射材」に適合しなけれ
ばならない。

2 3 19 5 4
標識に使用する反射材は、「JIS Z 9117　保安用反射シート及びテープ」に
適合しなければならない。

JIS名称変更に伴う修正

2 3 19 7

溶接材料は、「JIS Z 3211　軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接
棒」「JIS Z 3312　軟鋼、高張力鋼及び低音用鋼用のマグ溶接及びミグ溶
接ソリッドワイヤ」及び「JIS Z 3313　軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アー
ク溶接フラックス入りワイヤ」「JIS Z 3351　炭素鋼及び低合金鋼用サブ
マージアーク溶接ソリッドワイヤ」及び「JIS Z 3352　サブマージアーク溶
接用フラックス」の規格に適合したものを選定し、被覆のはがれ、割れ、汚
れ、吸湿及び著しいさび、ブローホール及びのど厚並びにサイズの過不
足等、溶接に有害な欠陥の無いものでなければならない。
また、溶接部の品質管理方法は、JIS Z 3104　鋼溶接継手の放射線透過
試験方法又はJIS Z 2343－1，2，3，4，5，6非破壊試験－浸透探傷試験
（第１部：一般通則：浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類、第２
部：浸透探傷剤の試験、第３部：対比試験片、第４部：装置、第５部：50℃
を超える温度での浸透探傷試験、第６部：10℃より低い温度での浸透探
傷試験）又はJIS Z 3060　鋼溶接部の超音波探傷試験方法、ゲージ測定
等により確認するものとし、試験成績表（検査証明書）を工事監督員に提
出するものとする。

2 3 19 7

溶接材料は、「JIS Z 3211　軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接棒」
「JIS Z 3212　高張力鋼用被覆アーク溶接棒」「JIS Z 3312　軟鋼、及び高張
力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ」及び「JIS Z 3313　軟鋼、高張力鋼及び低温
用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ」「JIS Z 3351　炭素鋼及び低合金鋼
用サブマージアーク溶接用ソリッドワイヤ」及び「JIS Z 3352　サブマージ
アーク溶接用フラックス」の規格に適合したものを選定し、被覆のはがれ、
割れ、汚れ、吸湿及び著しいさび、ブローホール及びのど厚並びにサイズ
の過不足等、溶接に有害な欠陥の無いものでなければならない。
また、溶接部の品質管理方法は、JIS Z 3104　放射線透過試験又はJIS Z
2343－1，2，3，4，5，6浸透探傷試験（浸透探傷試験方法及び浸透指示模
様の分類、浸透探傷剤の試験、対比試験片、装置、50℃を超える温度での
浸透探傷試験、10℃より低い温度での浸透探傷試験）又はJIS Z 3060　超
音波探傷試験、ゲージ測定等により確認するものとし、試験成績表（検査証
明書）を工事監督員に提出するものとする。

JIS名称変更に伴う修正



編 章 節 条 項
章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

3 2 2 日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11月） 3 2 2 新規追加
3 2 2 日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（平成29年11月） 3 2 2 日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編Ⅱ鋼橋編）（平成24年３月） 改定年度を反映
3 2 2 日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29年11月） 3 2 2 日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編）（平成24年３月） 改定年度を反映

3 2 2 日本道路協会　鋼道路橋施工便覧（令和２年９月） 3 2 2 日本道路協会　鋼道路橋施工便覧（昭和60年２月） 改定年度を反映

3 2 2 日本道路協会　舗装調査・試験法便覧（平成31年３月） 3 2 2 日本道路協会　舗装調査・試験法便覧（平成19年６月） 改定年度を反映

3 2 2 日本グラウト協会　薬液注入工法の設計・施工指針（平成元年６月） 3 2 2 日本薬液注入協会　薬液注入工法の設計・施工指針  （平成元年６月） 名称の変更

3 2 2
環境省　水質汚濁に係る環境基準（令和５年３月13日環境省告示第６号）
（令和５年３月）

3 2 2
環境省　水質汚濁に係る環境基準について（平成26年11月） 改定年度を反映

3 2 2
日本道路協会　防護柵の設置基準・同解説／ボラードの設置便覧 （令和
３年３月）

3 2 2
日本道路協会　防護柵の設置基準・同解説（平成20年１月） 改定年度を反映

3 2 2 日本道路協会　杭基礎施工便覧（令和２年９月） 3 2 2 日本道路協会　杭基礎施工便覧（平成19年１月） 改定年度を反映

3 2 2 日本道路協会　道路土工－斜面上の深礎基礎設計施工便覧 （令和３年10月） 3 2 2 日本道路協会　道路土工－斜面上の深礎基礎設計施工便覧（平成24年４月） 改定年度を反映

3 2 2
建設業労働災害防止協会　ずい道等建設工事等における換気技術指針
（換気技術の設計及び粉じん等の測定）(令和３年４月)

3 2 2
建設業労働災害防止協会　ずい道等建設工事等における換気技術指針
（換気技術の設計及び粉じん等の測定）  (平成24年３月)

改定年度を反映

3 2 2 日本道路協会　道路標識設置基準・同解説   （令和２年６月） 3 2 2 日本道路協会　道路標識設置基準・同解説（昭和62年１月） 改定年度を反映

3 2 2
厚生労働省　ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライ
ン（令和２年７月）

3 2 2
厚生労働省　ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
（平成23年３月）

改定年度を反映

3 2 2 労働省　騒音障害防止のためのガイドライン （令和５年４月） 3 2 2 労働省　騒音障害防止のためのガイドライン （平成４年10月）

3 2 2
土木学会　コンクリート標準示方書（規準編）［2023年制定］（2023年９月）

3 2 2
土木学会　コンクリート標準示方書（基準編）［2018年制定］（平成24年11
月）

改定年度を反映

3 2 2
地盤工学会 地山補強土工法設計・施工マニュアル（平成23年8月）

3 2 2
新規追加

3 2 3 2 4

(2) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっきの付着量を両面で275ｇ/㎡以上
とし、防錆を施さなければならない。 3 2 3 2 4

(2) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、亜鉛の付着量をJIS G 3302（溶融亜鉛
めっき鋼板及び鋼帯）構造用（Ｚ27）の275g/m2（両面付着量）以上とし、防
錆を施さなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 2 4

(7) 以下に示すような場所で環境条件が特に厳しい場合には、さらに防錆・防
食効果が期待できる処理を施すものとする。
　　①凍結防止剤を散布する区間
　　②交通量が非常に多い区間
　　③海岸に近接する区間（飛沫の当たる場所、潮風が強く当たる場所な
ど）
　　④温泉地帯など
　　⑤雨水や凍結防止剤を含んだ水が長期間滞留または接触する場所

新規計上

3 2 3 2 5

(2) 受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場
合JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）（HDZT77）の77μｍ（膜厚）以上とし、そ
の他の部材（ケーブルは除く）の場合は同じく（HDZT77の49μm膜厚）以
上としなければならない。

3 2 3 2 5

(2) 受注者は、亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合
JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）２種（HDZ55）の550g/m2（片面の付着量）以
上とし、その他の部材（ケーブルは除く）の場合は同じく２種（HDZ35）の
350g/m2（片面の付着量）以上としなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 2 6
(1)－② ただし、ｘ、ｙはJIS Z 8781-3（測色－第３部：CIE三刺激値）の色度座標で

ある。
3 2 3 2 6

(1)－② ただし、ｘ、ｙはJIS Z 8701（表示方法－ＸＹＺ表色系及びＸ10Ｙ10Ｚ10表色系）
の色度座標である。

JIS名称変更に伴う修正

3 2 3 2 6
(1)－⑤ 受注者は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がJIS H

8641（溶融亜鉛めっき）（HDZT49）の49μm（膜厚）以上の溶融亜鉛めっき
を施さなければならない。

3 2 3 2 6
(1)－⑤ 受注者は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がJIS H

8641（溶融亜鉛めっき）２種（HDZ35）の350g／m2（片面の付着量）以上の溶
融亜鉛めっきを施さなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 4 14

14.落錘による打
込み

受注者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の質量は矢板
の質量以上、錘の落下高は２ｍ程度として施工しなければならない。 3 2 3 4 14

14.落錘による打
込み

受注者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板
の質量以上、錘の落下高は２ｍ程度として施工しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 6 1
1.一般事項 受注者は、視認上適切な反射性能を持ち、耐久性があり、維持管理が確

実かつ容易な反射材料を用いなければならない。
3 2 3 6 1

1.一般事項 受注者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易
な反射材料を用いなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正



編 章 節 条 項
章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

3 2 3 6 3

3.標示板基板の
表面状態

受注者は、標示板基板表面をサンドペーパーや機械的により研磨（サウ
ンディング処理）しラッカーシンナー又は、表面処理液（弱アルカリ性界面
活性剤）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最
適な表面状態を保たなければならない。

3 2 3 6 3

3.標示板基板の
表面状態

受注者は、標示板基板表面を機械的により研磨（サウンディング処理）し
ラッカーシンナー又は、表面処理液（弱アルカリ性処理液）で脱脂洗浄を施
した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなけ
ればならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 6 5

5.反射シートの
貼付け方式

受注者は、重ね貼り方式又は、スクリーン印刷方式により、反射シートの
貼付けを行わなければならない。印刷乾燥後は色むら、にじみ、ピンホー
ルなどが無いことを確認しなければならない。また、必要がある場合はイ
ンク保護などを目的とした、クリアーやラミネート加工を行うものとする。

3 2 3 6 5

5.反射シートの
貼付け方式

受注者は、重ね貼り方式又は、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼
付けを行わなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 6 8

8.２枚以上の反
射シートの重ね
合わせ

受注者は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、10mm以
上重ね合わせなければならない。 3 2 3 6 8

8.２枚以上の反
射シートの重ね
合わせ

受注者は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、５～10mm
程度重ね合わせなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 6 15

15.溶融亜鉛
めっきの基準

受注者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、
その付着量をJIS H 8641（溶融亜鉛めっき）（HDZT77）の77μｍ（膜厚）以
上としなければならない。ただし、厚さ3.2mm以上、6mm未満の鋼材につ
いては２種（HDZT63）63μｍ以上、厚さ3.2mm未満の鋼材については
（HDZT49）49μm（膜厚）以上としなければならない。

3 2 3 6 15

15.溶融亜鉛
めっきの基準

受注者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、そ
の付着量をJIS H 8641（溶融亜鉛めっき）２種の（HDZ55）550g/m2（片面の
付着量）以上としなければならない。ただし、厚さ3.2mm以上、6mm未満の鋼
材については２種（HDZ45）450 g/m2以上、厚さ3.2mm未満の鋼材について
は２種（HDZ35）350g/m2（片面の付着量）以上としなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 7 3

3.亜鉛めっき地
肌の基準

塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に受注
者は、ケーブル以外は成形加工後、溶融亜鉛めっきをJIS H 8641 （溶融
亜鉛めっき）（HDZ49）の49μm（膜厚）以上となるよう施工しなければなら
ない。

3 2 3 7 3

3.亜鉛めっき地
肌の基準

塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に受注者
は、ケーブル以外は成形加工後、溶融亜鉛めっきをJIS H 8641 （溶融亜鉛
めっき）２種（HDZ35）の350g/m2（片面付着量）以上となるよう施工しなけれ
ばならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 12 2

(3)－② 蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後２時間以上経過してから
加熱を始めて製作されたもの。また、養生室の温度上昇は１時間あたり
15度以下とし、養生中の温度は65度以下として製作されたものとする。ま
た、養生終了後は急激に温度を降下させてなならない。

3 2 3 12 2

(3)－② 蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後２時間以上経過してから加
熱を始めて製作されたもの。また、養生室の温度上昇は１時間あたり15度
以下とし、養生中の温度は65度以下として製作されたものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 13 1
(5) 受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受

けて収縮ひび割れが発生しないように、適切に仕上げなければならない。
新規計上

3 2 3 13 3
(8) 「道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編）17.11 ＰＣ

鋼材工及び緊張工」（日本道路協会、平成29年11月）
3 2 3 13 3

(8) 「道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋編）20.8 ＰＣ鋼材工及び緊張工」
（日本道路協会、平成24年３月）

改定年度を反映

3 2 3 13 4

(1)－① グラウトに用いるセメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）に適合する
ポルトランドセメントを標準とするが、これにより難い場合は工事監督員と
協議しなければならない。

3 2 3 13 4

(1)－① グラウトに用いるセメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）に適合する普
通ポルトランドセメントを標準とするが、これにより難い場合は工事監督員と
協議しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 13 ７
7.プレグラウトさ
れたＰＣ鋼材

プレグラウトされたＰＣ鋼材を使用する場合は、下記の規定によるものと
する。

3 2 3 13 ７
7.プレグラウトＰ
Ｃ鋼材

プレグラウトＰＣ鋼材を使用する場合は、下記の規定によるものとする。 諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 13 ７

(2) 使用する樹脂またはグラウトは、所定の緊張可能期間を有し、ＰＣ鋼材を
防食するとともに、コンクリート部材とＰＣ鋼材とを付着により一体化しなけ
ればならない。

3 2 3 13 ７

(2) 使用する樹脂は、所定の緊張可能期間を有し、ＰＣ鋼材を防食するととも
に、部材コンクリートとＰＣ鋼材とを付着により一体化しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 13 ７
(3) 被覆材は、所定の強度、耐久性能を有しコンクリート部材と一体化が図ら

れるものとする。
3 2 3 13 ７

(3) 被覆材は、所定の強度、耐久性を有し部材コンクリートと一体化が図られる
ものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 13 ７
(4) プレグラウトされたＰＣ鋼材として（１）から（３）を使用して加工された製品

は、所要の耐久性能を有するものとする。
3 2 3 13 ７

(4) プレグラウトＰＣ鋼材として加工された製品は、所要の耐久性を有するもの
とする。

諸基準類の改定に伴う
修正
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新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

3 2 3 14 2

(1) プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキ
シ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のものを
使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内で
密封して保管し、原則として製造後６ヶ月以上経過したものは使用しては
ならない。また、水分を含むと品質が劣化するので、雨天の時の作業は
中止しなければならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとす
る。
未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接着
剤の比重、引張強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、特殊な条件
下で使用する場合は、高温時の引張強さ、水中硬化時の引張強さ、衝撃
強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化収縮率、吸収率等について、必
要に応じて試験を行い、性能を確認しなければならない。
なお、接着剤の試験方法は「コンクリート標準示方書・（規準編）［2023年
制定］」（土木学会、2023年９月）における、JSCE－H101－2013 プレキャ
ストコンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格による。これにより
難い場合は、工事監督員の承諾を得なければならない。

3 2 3 14 2

(1) プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ
樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上で、かつ、表
２－３に示す条件を満足するものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接
着剤を使用する場合は、室内で密封し、原則として製造後６ヶ月以上経過し
たものは使用してはならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとす
る。
なお、接着剤の試験方法は「コンクリート標準示方書・（規準編）」（土木学
会、平成25年11月）における、JSCE－H101－2013 プレキャストコンクリート
用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格による。これにより難い場合は、工事
監督員の承諾を得なければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 14 2
(3) プレキャストブロックの連結にあたって、設計図書に示す品質が得られる

ように施工しなければならない。
3 2 3 14 2

(3) プレキャストブロックの接合にあたって、設計図書に示す品質が得られるよ
うに施工しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 14 2

(4) プレキャストブロックを連結する場合に、ブロックの位置、形状及びダクト
が一致するようにブロックを設置し、プレストレッシング中に、くい違いやね
じれが生じないようにしなければならない。

3 2 3 14 2

(4) プレキャストブロックを接合する場合に、ブロックの位置、形状及びダクトが
一致するようにブロックを設置し、プレストレッシング中に、くい違いやねじれ
が生じないようにしなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 15 1
1.円筒型枠の施工受注者は、円筒型枠の施工については、コンクリート打設時の浮力に対し

て必要な浮き上がり防止装置について、その内容を施工計画書に記載
し、設置しなければならない。

3 2 3 15 1
1.円筒型枠の施工受注者は、円筒型枠の施工については、コンクリート打設時の浮力に対して

必要な浮き上がり防止装置を設置しなければならない。
施工計画書に記載する
ことを規定

3 2 3 23 1
(2) 接触面を塗装する場合は、表２－５に示す条件に基づき、無機ジンクリッ

チペイントを使用するものとする。
3 2 3 23 1

(2) 接触面を塗装する場合は、表２－４に示す条件に基づき、厚膜型無機ジン
クリッチペイントを使用するものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 23 3

(6) ボルトの締付け機、測量器具などの検定は、以下に示す時期に行いその
精度を確認しなければならない。
・軸力計は現場搬入直前に1回、その後は3ヶ月に1回検定を行う。
・トルクレンチは現場搬入時に1回、搬入後は1ヶ月に1回検定を行う。
・ボルト締付け機は現場搬入前に1回点検し、搬入後は3ヶ月に1回点検を
行う。ただし、トルシア形高力ボルト専締付け機は検定の必要はなく、整
備点検を行えばよい。

3 2 3 23 3

(6) ボルトの締付け機、測量器具などの検定を現地施工に先立ち現地搬入直
前に１回、搬入後はトルクレンチは１ヶ月毎にその他の機器は３ヶ月毎に点
検を行い、精度を確認しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 23 4
(2) 表２－６　設計ボルト軸力（kN）

3 2 3 23 4
(2) 表２－６　設計ボルト軸力（kN） 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

3 2 3 23 4
(4) 表２－７　常温時（10～30℃）の締付けボルト軸力の平均値

3 2 3 23 4
(4) 表２－７　常温時（10～30℃）の締付けボルト軸力の平均値 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

3 2 3 23 4
(4) 表２－８　常温時以外（０～10℃、３～60℃）の締付けボルト軸力の平均

値
3 2 3 23 4

(4) 表２－８　常温時以外（０～10℃、３～60℃）の締付けボルト軸力の平均値 諸基準類の改定に伴う
修正（図表）

3 2 3 23 5
5.ボルトの締付
け順序

なお、予備締め後には締め忘れや共まわりを容易に確認できるようにボ
ルトナット及び座金にマーキングを行わなければならない。

3 2 3 23 5
5.ボルトの締付
け順序

なお、予備締め後には締め忘れや共まわりを容易に確認できるようにボル
トナット及び座金にマーキングを行なうものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 25 3
3.橋歴板記載事
項

受注者は、橋歴板に記載する年月は、橋梁の完成年月を記入しなければ
ならない。

3 2 3 25 3
3.橋歴板記載事
項

受注者は、橋歴板に記載する年月は、橋梁の製作年月を記入しなければな
らない。

施工実態を踏まえた規
定の変更

3 2 3 31 16

(6)－③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計）の
20％を越えないものとする。ただし、標準偏差が20％を超えた場合、測定
値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合は合格とする。

3 2 3 31 16

(6)－③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計）の20％
を越えないものとする。ただし、平均値が標準塗膜厚以上の場合は合格と
するものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正
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章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表
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3 2 3 31 16

(6)－④ 平均値、最小値、標準偏差のうち１つでも不合格の場合はさらに同数の
測定を行い、当初の測定値と合わせて計算した結果が基準値を満足すれ
ば合格とし、不合格の場合は最上層の塗料を増し塗りして、再検査しなけ
ればならない。

3 2 3 31 16

(6)－④ 平均値、最小値、標準偏差のうち１つでも不合格の場合はさらに同数の測
定を行い、当初の測定値と合わせて計算した結果が基準値を満足すれば
合格とし、不合格の場合は塗増し、再検査しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 31 16

(7) 受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に
搬入し、塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を工事監督
員に提示しなければならない。
また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造
年月日、ロット番号、色採、数量を明記）を確認し、記録、保管し、工事監
督員又は工事検査員の請求があった場合には速やかに提示しなければ
ならない。

3 2 3 31 16

(7) 受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬
入し、使用しなければならない。
また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造
年月日、ロット番号、色採、数量を明記）の確認を工事監督員に受けなけれ
ばならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 3 32 1
1.一般事項 「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準（案）」（国土交通省平成21年４月）

3 2 3 32 1
1.一般事項 「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準（案）」（平成21年４月24日改定） 表記の修正

3 2 3 32 3
表２－11　要求性能の確認方法

3 2 3 32 3
表２－11　要求性能の確認方法 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

3 2 4 4 3

3.試験杭の施工 なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に
示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試
験杭として施工してもよい。また、一本だけで施工管理のための十分な情
報が得られない場合は、次に施工する杭も試験杭として実施することで不
足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。

3 2 4 4 3

3.試験杭の施工 なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示
す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭
として施工してもよい。

条件の追加

3 2 4 4 11

11.中掘り杭工
法による既製杭
工施工

受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設
中は土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭周辺及び先端地
盤の乱れを最小限に留めるように沈設するとともに、必要に応じて所定の
位置に保持しなければならない。また、先端処理については、試験杭等
の条件に基づいて、管理を適正に行わなければならない。杭の掘削・沈
設速度は杭径や土質条件によって異なるが、試験杭により確認した現場
に適した速度で行う。
なお、施工管理装置は、中堀り掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方
式の根固部の築造時、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管
理項目について常時表示・記録できるものを選定する。

3 2 4 4 11

11.中掘り杭工
法による既製杭
工施工

受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設
中は土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭先端部及び杭周辺
地盤を乱さないように、沈設するとともに、必要に応じて所定の位置に保持
しなければならない。また、先端処理については、試験杭等の条件に基づ
いて、管理を適正に行わなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 4 4 13

13.既製コンク
リート杭の施工

既製コンクリート杭の施工については、以下の各号の規定によるものとす
る。
（１）受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A
7201（既製コンクリートくいの施工標準）の規格によらなければならない。
（２）受注者は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201（既製コンクリートくいの
施工標準）の規定による。
（３）受注者は、杭の継手はJIS A 7201（既製コンクリートくいの施工標準）
の規定による。

3 2 4 4 13

13.既製コンク
リート杭の施工

既製コンクリート杭の施工については、以下の各号の規定によるものとす
る。
（１）受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A 7201
（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規格によらなければならない。
（２）受注者は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201（遠心力コンクリートくい
の施工標準）の規定による。
（３）受注者は、杭の継手はJIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）
の規定による。

JIS名称変更に伴う修正

3 2 4 4 14
14.杭支持層の
確認・記録

JIS A 7201（既製コンクリートくいの施工標準）
3 2 4 4 14

14.杭支持層の
確認・記録

JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準） JIS名称変更に伴う修正

3 2 4 4 21

(2) ただし半自動溶接を行う場合は､JIS Z 3841（半自動溶接技術検定におけ
る試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に
該当する試験（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した者でかつ現
場溶接の施工経験が6ケ月以上の者に行わさせなければならない。

3 2 4 4 21

(2) ただし半自動溶接を行う場合は､JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における
試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当
する試験（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した者でなければならな
い。

道路橋示方書・同解説
Ⅱ鋼橋・鋼部
材編P534による
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3 2 4 4 21

(5) 受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を
行ってはならない。風は、セルフシールドアーク溶接の場合には10m／
sec以内、ガスシールドアーク溶接の場合には2m／sec以内とする。 3 2 4 4 21

(5) 受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を
行ってはならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 4 5 1

１.試験杭 受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しな
ければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごと
に、試験杭を施工しなければならない。なお、設計図書に示されていない
場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部と
して使用できるように最初の一本を試験杭として施工してよい。また、一
本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工
する杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施
工に反映するものとする。

3 2 4 5 1

１.試験杭 受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなけ
ればならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、
試験杭を施工しなければならない。なお、設計図書に示されていない場合
には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使
用できるように最初の一本を試験杭として施工してよい。

条件の追加

3 2 4 5 9

９.鉄筋かごの建
込み

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、
湾曲、脱落座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示さ
れたかぶりが確保できるように、スペーサを同一深さ位置に４ヶ所以上、
深さ方向３ｍ間隔以下で取り付けなければならない。特に杭頭部は、位
置がずれやすいことから鉄筋かご円周長に対して500㎜～700㎜の間隔
で設置するものとする。

3 2 4 5 9

９.鉄筋かごの建
込み

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾
曲、脱落座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示された
かぶりが確保できるように、スペーサを同一深さ位置に４ヶ所以上、深さ方
向５ｍ間隔以下で取り付けなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 4 5 11
11.鉄筋かごの
組立て

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保
持などのための溶接を構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならな
い。

3 2 4 5 11
11.鉄筋かごの
組立て

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持
などのための溶接を構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 4 5 17

17.鉄筋かご建
込み時の溝壁
崩壊防止

受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工
法及び大口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあ
たり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせてはならない。

3 2 4 5 17

17.鉄筋かご建
込み時の溝壁
崩壊防止

受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法
及び大口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、
孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせないようにしなければならない。

表現の統一

3 2 4 6 6

６.鉄筋組立て 受注者は、深礎工において鉄筋を組み立てる場合は、適切な仮設計画の
もと所定の位置に堅固に組み立てるとともに、曲がりやよじれが生じない
ように、土留材に固定しなければならない。ただし、鉄筋の組立てにおい
ては、組立て上の形状保持等のための溶接を構造設計上考慮する鉄筋
に対して行ってはならない。

3 2 4 6 6

６.鉄筋組立て 受注者は、深礎工において鉄筋を組立てる場合は、適切な仮設計画のもと
所定の位置に堅固に組立てるとともに、曲がりやよじれが生じないように、
土留材に固定しなければならない。ただし、鉄筋の組立てにおいては、組立
て上の形状保持のための溶接を行ってはならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 4 9 11

(2) 半自動溶接を行う場合は､JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試
験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当
する試験（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した者でかつ現場溶
接の施工経験が6カ月以上の者に行わさせなければならない。

3 2 4 9 11

(2) 半自動溶接を行う場合は､JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験
方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する
試験（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した者でなければならない。

道路橋示方書・同解説
Ⅱ鋼橋・鋼部
材編P534による

3 2 4 9 11
(7) 表２－16　現場円周溶接部の目違いの許容値

3 2 4 9 11
(7) 表２－16　現場円周溶接部の目違いの許容値 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

3 2 4 9 13
13.建込み精度
管理

受注者は、鋼管矢板の建込みに際しては、導枠のマーキング位置に鋼管
矢板を設置して、２方向から鉛直性を確認しながら施工しなければならな
い。

3 2 4 9 13
13.建込み精度
管理

受注者は、鋼管矢板の建込みに際しては、導枠のマーキング位置に鋼管矢
板を設置して、トランシットで２方向から鉛直性を確認しながら施工しなけれ
ばならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 6 3 5
5.品質証明資料
の提出

受注者は、使用する以下の材料の品質を証明する資料を工事に使用す
る前に工事監督員に提出しなければならない。なお、工事材料事前承諾
で承諾された材料については、これを省略できる。

3 2 6 3 5
5.品質証明資料
の提出

受注者は、使用する以下の材料の品質を証明する資料を工事に使用する
前に工事監督員に提出しなければならない。

工事材料事前承諾の適
用

3 2 6 3 15
15.適用規格（再
生アスファルト
(２)）

再生アスファルト混合物及び材料の規格は、舗装再生便覧（日本道路協
会、平成22年11月）による。 3 2 6 3 15

15.適用規格（再
生アスファルト
(２)）

再生アスファルト混合物及び材料の規格は、舗装再生便覧による。 改定年度を記載
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3 2 6 6 4

４.橋面防水工の
施工

受注者は、橋面防水工の施工にあたっては、「道路橋床版防水便覧第６
章材料・施工」（日本道路協会、平成19年３月）の規定及び第３編２－６－
７アスファルト舗装工の規定によることとする。床版面の前処理を適切に
実施するとともに、防水層の敷設、塗布等についてはがれや塗りむらなど
が生じないように適切に管理しなければならない。

3 2 6 6 4

４.橋面防水工の
施工

受注者は、橋面防水工の施工にあたっては、「道路橋床版防水便覧第６章
材料・施工」（日本道路協会、平成19年３月）の規定及び第３編２－６－７ア
スファルト舗装工の規定による。

施工上の留意点につい
て規定

3 2 6 7 3 (2) 「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成31年３月） 3 2 6 7 3 (2) 「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成19年６月） 改定年度を反映

3 2 6 7 3 (4) 「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成31年３月） 3 2 6 7 3 (4) 「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成19年６月） 改定年度を反映

3 2 6 7 4

(5) 受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時（出荷時）の温度に
ついて工事監督員の承諾を得なければならない。

3 2 6 7 4

(5) 受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について工事
監督員の承諾を得なければならない。

アスファルトプラントから
の配合計画書には排出
温度の記載が無く、出荷
温度が記載されているこ
とがほとんどである。排
出温度は出荷温度と同
じとして運用している実
態である。
（H22.1ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事
共通仕様書P118,119）

3 2 6 7 4

(12) 受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合
物を敷均したときの混合物の温度は110℃以上、また、１層の仕上がり厚
さは10cm以下としなければならない。ただし、混合物の種類によって敷均
しが困難な場合や、中温化技術により施工性を改善した混合物を使用す
る場合、締固め効果の高いローラを使用する場合などは、設計図書に関
して工事監督員と協議の上、所定の締固めが得られる範囲で、混合物の
適切な温度を決定するものとする。

3 2 6 7 4

(12) 受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物
を敷均したときの混合物の温度は110℃以上、また、１層の仕上がり厚さは
10cm以下としなければならない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困
難な場合は、設計図書に関して工事監督員と協議の上、混合物の温度を決
定するものとする。

文言追加

3 2 6 10 1
１.透水性舗装工
の施工

「舗装施工便覧 第７章ポーラスアスファルト舗装工、第９章９-３-２透水機
能を有する舗装」（日本道路協会、平成18年2月）

3 2 6 10 1
１.透水性舗装工
の施工

「舗装施工便覧 第７章ポーラスアスファルト舗装工、第９章９-３-２透水機
能を有する舗装」

改定年度を記載

3 2 6 11 5

５.グースアス
ファルト舗装工
の施工

「舗装施工便覧第９章９－４－２グースアスファルト舗装」（日本道路協
会、平成18年２月） 3 2 6 11 5

５.グースアス
ファルト舗装工
の施工

「舗装施工便覧第９章９－４－２グースアスファルト舗装」 改定年度を記載

3 2 6 11 6
(2) 表２－32　接着剤の規格鋼床版用

3 2 6 11 6
(2) 表２－32　接着剤の規格鋼床版用 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）
3 2 6 11 6 (2) 表２－33　接着剤の規格コンクリート床版用 3 2 6 11 6 (2) 表２－33(1)　接着剤の規格コンクリート床版用 番号の修正

3 2 6 11 6
(2) 表２－33(2)　シート系床版防水層（流し貼り型、加熱溶着型、常温粘着型）

ﾌﾟﾗｲﾏｰの品質
削除

3 2 6 11 9

(2) グースアスファルト混合物の流動性については同一温度で同一のリュエ
ル流動性であっても施工方法や敷きならし機械の質量などにより現場で
の施工法に差がでるので、受注者は、配合設計時にこれらの条件を把握
するとともに過去の実績などを参考にして、最も適した値を設定しなけれ
ばならない。

3 2 6 11 9

(2) グースアスファルト混合物の流動性については同一温度で同一のリュエル
流動性であっても施工方法や敷きならし機械の重量などにより現場での施
工法に差がでるので、受注者は、配合設計時にこれらの条件を把握すると
ともに過去の実績などを参考にして、最も適した値を設定しなければならな
い。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 6 11 13
(4) 表２－38　目地材の規格

3 2 6 11 13
(4) 表２－38　目地材の規格 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）
3 2 6 12 3 (2) 「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成31年３月） 3 2 6 12 3 (2) 「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成19年６月） 改定年度を反映

3 2 6 12 3 (4) 「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成31年３月） 3 2 6 12 3 (4) 「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成19年６月） 改定年度を反映

3 2 6 12 10
(1) 受注者は、コンクリートを締固めるときに、鉄鋼をたわませたり移動させた

りしてはならない。
3 2 6 12 10

(1) 受注者は、鉄網を締固めるときに、たわませたり移動させたりしてはならな
い。

誤記修正
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3 2 7 5 4

(8) 杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
①　受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A
7201（既製コンクリートくいの施工標準）の規定による。
②　受注者は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201（既製コンクリートくいの
施工標準）の規定による。
③　受注者は、杭の継手はJIS A 7201（既製コンクリートくいの施工標準）
の規定による。

3 2 7 5 4

(8) 杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
①　受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A 7201
（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定による。
②　受注者は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201（遠心力コンクリートくい
の施工標準）の規定による。
③　受注者は、杭の継手はJIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）
の規定による。

JIS名称変更に伴う修正

3 2 7 9 1
１.撹拌 撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌、スラリー撹拌及び中層混合処

理を示すものとする。
3 2 7 9 1

１.撹拌 撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌、及びスラリー撹拌を示すものと
する。

積算基準に記載された
新規工種のため追加

3 2 7 9 6

６.中層混合処理 （１）改良材はセメントまたはセメント系固化材とする。
なお、土質等によりこれにより難い場合は、工事監督員と協議しなければ
ならない。
（２）施工機械は、鉛直方向に撹拌混合が可能な撹拌混合機を用いること
とする。撹拌混合機は、アーム部に撹拌翼を有し、プラントからの改良材
を各案翼を用いて現地盤と撹拌混合することで地盤改良を行い機能を有
する機械である。
（３）受注者は、設計図書に示す改良天端高並びに範囲を撹拌混合しなけ
ればならない。なお、現地状況によりこれにより難い場合は、工事監督員
と協議しなければならない。
　　施工後の改良天端高については、撹拌及び注入される改良材による
盛上りが想定される場合、工事着手前に盛上り土の処理（利用）方法につ
いて、工事監督員と協議しなければならない。

積算基準に記載された
新規工種のため追加

3 2 10 1 1

１.適用工種 本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、土留・
仮締切工、砂防仮締切工、水替工、地下水位低下工、地中連続壁工（壁
式）、地中連続壁工（柱列式）、仮水路工、残土受入れ施設工、作業ヤー
ド整備工、電力設備工、コンクリート製造設備工、トンネル仮設備工、防塵
対策工、汚濁防止工、防護施設工、除雪工、雪寒施設工、法面吹付工、
足場工その他これらに類する工種について定める。

3 2 10 1 1

１.適用工種 本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、土留・仮
締切工、砂防仮締切工、水替工、地下水位低下工、地中連続壁工（壁式）、
地中連続壁工（柱列式）、仮水路工、残土受入れ施設工、作業ヤード整備
工、電力設備工、コンクリート製造設備工、トンネル仮設備工、共同溝仮設
備工、防塵対策工、汚濁防止工、防護施設工、除雪工、雪寒施設工、法面
吹付工その他これらに類する工種について定める。

文言追加、削除

3 2 10 5 3

３.適用規定 受注者は、河川堤防の開削をともなう施工にあたり、仮締切を設置する場
合には、「仮締切堤設置基準（案）」（国土交通省、平成22年６月）の規定
による。

3 2 10 5 3

３.適用規定 受注者は、河川堤防の開削をともなう施工にあたり、仮締切を設置する場
合には、国土交通省「仮締切堤設置基準（案）」の規定による。

改定年度を記載

3 2 10 5 24

24.止水シートの
設置

受注者は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不
良により漏水しないように施工しなければならない。側壁や下床版等のコ
ンクリートの打継部では必要に応じて増張りを施すものとする。

3 2 10 5 24

24.止水シートの
設置

受注者は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不良
により漏水しないように施工しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 10 16 9

９.集じん装置の
設置

受注者は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上
で、十分な処理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、
レスピラブル（吸入性）粉じんを含めた粉じんを清浄化する処理能力を有
しているものを選定しなければならない。

3 2 10 16 9

９.集じん装置の
設置

受注者は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上
で、十分な処理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、吸
入性粉じんを含めた粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定
しなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 10 16 10

10.換気等の効
果確認

この際、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは２㎎/m3以下とし、
掘削断面積が小さいため、２mg/m3を達成するのに必要な大きさ（口径）
の風管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置
等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、２mg/m3に
近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。

3 2 10 16 10

10.換気等の効
果確認

この際、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは３㎎/m3以下とし、掘
削断面が小さいため、3mg/m3を達成するのに必要な大きさ（口径）の風管
又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工
上極めて困難であるものについては、可能な限り、3mg/m3に近い値を粉じ
ん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 2 3
３.溶接材料 表２－46　溶接材料区分

3 2 12 2 3
３.溶接材料 表２－46　溶接材料区分 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）



編 章 節 条 項
章節条項
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

章節条項
（項目見出

し）
現行条文 改定理由

土木工事共通仕様書新旧対照表

新条文　（令和7年4月） 旧条文　（平成28年7月）

3 2 12 2 3
(2) SM490、SM490Y、SM520、SBHS400、SM570及びSBHS500を溶接する場

合
3 2 12 2 3

(2) SM490以上の鋼材を溶接する場合 諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 2 7

(5) 受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後6ヶ月以内、
その他の塗料は製造後12ヶ月とし、有効期限を経過した塗料は使用して
はならない。工期延期等やむを得ない理由によって使用期間が、ジンク
リッチペイントは6ケ月を超えた場合、その他の塗料は12ケ月を超えた場
合は、抜き取り試験を行って品質を確認し、正常の場合使用することがで
きる。

3 2 12 2 7

(5) 受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後6ヶ月以内、そ
の他の塗料は製造後12ヶ月とし、有効期限を経過した塗料は使用してはな
らない。

鋼道路橋防食便覧H26.3
に基づき有効期限を超
えた際の扱いについて
追記。

3 2 12 3 1

(1) ①　受注者は、工作に着手する前にコンピュータによる原寸システム等に
より図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなければならな
い。
②　受注者は、上記①においてコンピュータによる原寸システム等をしな
い場合は、工事監督員の承諾を得なければならない。
③　原寸図を作成する場合、受注者は、JIS B 7512 （鋼製巻尺）の１級に
合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、これにより難い場合
は、設計図書に関して工事監督員の承諾を得なければならない。
④　受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行
わなければならない。なお、桁に鋼製巻尺を添わせる場合には、桁と同温
度とみなせるため温度補正の必要はない。

3 2 12 3 1

(1) ①　受注者は、工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上
に支障がないかどうかを確認しなければならない。
②　受注者は、原寸図の一部又は全部を省略する場合は、設計図書に関し
て監督職員の承諾を得なければならない。
③　受注者は、JIS B 7512 （鋼製巻尺）の１級に合格した鋼製巻尺を使用し
なければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して工事監
督員の承諾を得なければならない。
④　受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わ
なければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 3 1 (2)－① 3 2 12 3 1 (2)－① また、連結板などの溶接されない部材についても除くものとする。 誤記削除

3 2 12 3 1

(2)－① なお、板取りに関する資料を保管し、工事監督員又は工事検査員からの
請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。 3 2 12 3 1

(2)－① なお、板取りに関する資料を保管し、工事完成時に提出しなければならな
い。ただし、それ以外で工事監督員又は工事検査員からの請求があった場
合は、速やかに提示しなければならない。

提出書類に係る修正

3 2 12 3 1

(2)－④ 受注者は、塗装等の防錆・防食を行う部材において組立てた後に自由縁
となる部材の角は面取りを行うものとし、半径2㎜以上の曲面仕上げを行
うものとする。

3 2 12 3 1

(2)－④ 受注者は、塗装される主要部材において組立てた後に自由縁となる切断面
の角は面取りを行うものとし、半径2㎜以上の曲面仕上げを行うものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 3 1
(4)－① ２）SBHS500、SBHS500W、SBHS400、SBHS400W、SM490Y及びSM490に

おいて、１パスの入熱量が10,000J／mmを超える場合。
3 2 12 3 1

(4)－① ２）SM490、SM490Yにおいて、１パスの入熱量が10,000J／mmを超える場
合。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 3 1

(8) 受注者は、鋼種及び溶接方法に応じて、溶接線の両側100mm範囲の母
材を表２-52の条件を満たす場合に限り表２－51により予熱することを標
準とする。なお、鋼材のPCM値を低減すれば予熱温度を低減できる。この
場合の予熱温度は表２-53とする。

3 2 12 3 1

(8) 受注者は、鋼種及び溶接方法に応じて、溶接線の両側100mm及びアーク
の前方100mm範囲の母材を、表２－51により予熱することを標準とする。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 3 1
(8) 表２－51　予熱温度の標準

3 2 12 3 1
(8) 表２－51　予熱温度の標準 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）
3 2 12 3 1 (8) 表２－52　予熱温度の標準を適用する場合のPcmの条件 3 2 12 3 1 (8) 表２－52　予熱温度の標準を適用する場合のPcmの条件 表追加修正
3 2 12 3 1 (8) 表２－53　Pcm値と予熱温度の標準 3 2 12 3 1 (8) 表２－53　Pcm値と予熱温度の標準 表追加修正

3 2 12 3 1
(11) 表２－54　主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率

3 2 12 3 1
(11) 表２－54　主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率 諸基準類の改定に伴う

修正（図表）

3 2 12 3 1

(11)－④ 受注者は、溶接ビード及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させて
はならない。割れの検査は溶接線全線を対象として肉眼で行うものとする
が、判定が困難な場合には、磁粉探傷試験または浸透探傷試験により検
査するものとする。

3 2 12 3 1

(11)－④ 受注者は、溶接ビード及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させては
ならない。割れの検査は肉眼で行うものとするが、疑わしい場合には、磁粉
探傷試験または浸透探傷試験により検査するものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 3 1

(11)－⑤ 受注者は、断面に考慮する突合せ溶接継手、十字溶接継手、T溶接継
手、角溶接継手に関しては、ビード表面にピットを発生させてはならない。 3 2 12 3 1

(11)－⑤ 受注者は、主要部材の突合せ継手及び断面を構成するＴ継手、かど継手に
関しては、ビード表面にピットを発生させてはならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 3 1
(11)－⑤－２） 受注者は、アンダーカットの深さを設計上許容される値以下とし、オー

バーラップを生じさせてはならない。
3 2 12 3 1

(11)－⑤－２） 受注者は、アンダーカットの深さを0.5mm以下とし、オーバーラップを生じさ
せてはならない。

諸基準類の改定に伴う
修正
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3 2 12 3 1

(14) ただし、シミュレーション仮組立などの他の方法によって実仮組立てと同
等の精度の検査が行える場合は、工事監督員の承諾を得てこれに代え
ることが実施できる。

3 2 12 3 1

(14) ただし、他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場合
は、工事監督員の承諾を得て実施できる。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 3 2
(3)

3 2 12 3 2
(3) ①　受注者は摩擦接合を行う材片を組み合わせた場合、孔のずれは1.0mm

以下としなければならない。
諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 7 1

(1) ②　受注者は、めっき付着量を両面で275g／m2以上としなければならな
い。その場合、受注者は、めっき付着量が前述以上であることを確認しな
ければならない。
③　受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μm以上の塗膜
厚で仕上げ塗装をしなければならない。

3 2 12 7 1

(1) ②　受注者は、亜鉛の付着量をJIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼
帯）Z27の275g/m2（両面付着量）以上としなければならない。その場合、受
注者は、めっき付着量が前途以上であることを確認しなければならない。
③　受注者は、熱化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μm以上の塗膜厚で
仕上げ塗装をしなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 7 1

(2) ②　受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱
の場合JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）（HDZT77）の77μⅿ（膜厚）以上と
し、その他の部材（ケーブルは除く）の場合は、同じく（HDZT49）の49μⅿ
（膜厚）以上としなければならない。

3 2 12 7 1

(2) ②　受注者は、亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の
場合JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）２種の（HDZ55）の550g/m2（片面の付着
量）以上とし、その他の部材（ケーブルは除く）の場合は、同じく２種
（HDZ35）の350g/m2（片面の付着量）以上としなければならない。

諸基準類の改定に伴う
修正

3 2 12 11 3

３.気温湿度の条
件

受注者は、気温、湿度の条件が表２－62の塗装禁止条件に該当する場
合、塗装を行ってはならない。ただし、塗装作業所が屋内で、温度、湿度
が調節されているときは、屋外の気象条件に関係なく塗装してもよい。こ
れ以外の場合は、工事監督員と協議しなければならない。

3 2 12 11 3

３.気温湿度の条
件

受注者は、気温、湿度の条件が表２－62の塗装禁止条件を満足しない場
合、塗装を行ってはならない。ただし、塗装作業所が屋内で、温度、湿度が
調節されているときは、屋外の気象条件に関係なく塗装してもよい。これ以
外の場合は、工事監督員と協議しなければならない。

表現の統一

3 2 14 2 6 図２－６　耳芝 3 2 14 2 6 図２－６　耳芝 現実実装との整合

3 2 14 7 2
２.詰石 なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平にならないようにしなけ

ればならない。 3 2 14 7 2
２.詰石 なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、偏平にならないようにしなけれ

ばならない。
誤記

3 2 17 2 1 １.一般事項 農薬取締法（令和５年５月改正法律第36号） 3 2 17 2 1 １.一般事項 農薬取締法（平成19年３月改正法律第８号） 改定年度を反映

3 2 17 3 2

２.剪定の施工 受注者は、剪定の施工にあたり、「チェーンソーによる伐木等作業の安全
に関するガイドライン」の策定について（厚生労働省　令和２年１月）によ
るものとしは、各樹種の特性及び施工箇所に合った剪定形式により行な
わなければならない。

3 2 17 3 2

２.剪定の施工 受注者は、剪定の施工については、各樹種の特性及び施工箇所に合った
剪定形式により行なわなければならない。

「基発0131第1号　令和2
年1月31日」付の改定に
ともなう

3 2 17 3 4

４.剪定、芝刈、
雑草抜き取り
（伐根）等の施
工

受注者は、剪定、芝刈、雑草抜き取り（伐根）、植付けの施工にあたり、路
面への枝、草、掘削土等の飛散防止に努めるものとし、発生した枝、草、
掘削土等を交通に支障のないように、速やかに処理しなければならない。 3 2 17 3 4

４.剪定、芝刈、
雑草抜き取り等
の施工

受注者は、剪定、芝刈、雑草抜き取り、植付けの施工にあたり、路面への
枝、草、掘削土等の飛散防止に努めるものとし、発生した枝、草、掘削土等
を交通に支障のないように、速やかに処理しなければならない。

施工実態を踏まえた規
定の追加。

3 2 18 2 1

(12) 受注者は、床版コンクリート打設前においては主桁のそり、打設後におい
ては床版の基準高を測定し、その記録を整備及び保管し、工事監督員又
は工事検査員の請求があった場合は速やかに提示するものとする。 3 2 18 2 1

(12) 受注者は、床版コンクリート打設前及び完了後、キャンバーを測定し、その
記録を整備及び保管し、工事監督員又は工事検査員の請求があった場合
は速やかに提示するものとする。

諸基準類の改定に伴う
修正


